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分　野 役員 氏　  名 団体・機関等での役職等

1 会長 鷲 塚 伸 介 信州大学医学部
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8 髙 野 毅 松本市校長会　

9 三 輪 美 祐 貴 松本市PTA連合会

10 西 村 誠 長野県弁護士会松本在住弁護士会

11 小 松 和 茂 長野県司法書士会松本支部
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19 相談関係 島 津 晃 社会福祉法人長野いのちの電話

20 上 条 晴 康 松本市町会連合会

21 副会長 百 瀬 壽 松本市町内公民館館長会

22 齋 藤 敏 男 松本人権擁護委員協議会松本部会
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荻 澤 歩 長野県精神保健福祉センター
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行政関係

オブザーバー
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教育関係

法律関係

労働・就労関係

経済関係



松本市自殺予防対策推進協議会及び庁内会議の取組み 

 

    自殺予防対策を推進するため、庁内の関係部署からなる松本市自殺予防対策庁

内調整会議、松本市自殺予防対策庁内連絡会議並びに「教育・啓発」、「医療」及び

「相談・支援」の三つの部会を設置して、市における総合的な対策を推進します。 

  また、関係機関や民間団体等で構成する「松本市自殺予防対策推進協議会」にお

いて、関係機関等との連携を強化し、社会全体での取組みを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

松本市自殺予防対策庁内調整会議 ＜２局５部＞ 

松本市自殺予防対策庁内連絡会議 ＜２室１６課＞ 

・松本市自殺予防対策推進計画の協議、実施

及び見直し 

・年度別事業計画（案）の策定 

・庁内サポート体制の運営及び強化 

・各課相談窓口の設置 

・各課事業実施 

・松本市自殺予防対策推進計画の協議、実施及び見直し 

・年度別事業計画の協議及び実施     

松本市自殺予防対策推進協議会 ＜２７団体＞ 

・松本市自殺予防対策推進計画の協議、実施及び見直し 

・年度別事業計画の協議及び実施 

・構成機関との連携及び調整 

幹事会 

） 

担当者会 

） 

教育・啓発部会 医療部会 相談・支援部会 

総合戦略室  秘書広報室 

地域づくり課  職員課  

福祉政策課  健康づくり課 

商工課  

学校教育課  青少年ホーム   

こども福祉課 

障がい福祉課 

生活福祉課 

高齢福祉課 

保健予防課 

健康づくり課 

 

人権共生課   市民相談課 

こども育成課  こども福祉課 

労政課       学校教育課  

青少年ホーム  福祉政策課 

障がい福祉課  生活福祉課 

高齢福祉課   保健予防課    

健康づくり課 
 行政と関係機関との 

ネットワーク構築 

 医療機関との連携 

 教育・啓発 

 人材養成 

 まちづくりの支援 
 相談・支援窓口の明確化 

 各課の連携体制強化 



庁内サポートチームの体制 

第３期松本市自殺予防対策推進計画に基づき自殺予防専用相談等において、相談内

容が複雑で、また、迅速な対応が必要な場合等に対応するため、庁内サポートチームを

組織し、全庁挙げて対応しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜庁内サポートチーム関係課＞ 

市民相談課、人権共生課、福祉政策課、障がい福祉課、生活福祉課、高齢福祉課、    

保 健 予 防 課 、 こ ど も 育 成 課 、 こ ど も 福 祉 課 、 労 政 課 、 学 校 教 育 課 、               

生涯学習課（青少年ホーム）、健康づくり課（事務局） 

 

 

いのちのきずな松本 

庁内サポート 

チーム 
健康づくり課 

高齢福祉課 

こども福祉課 

こども育成課 

 

学校教育課 

青少年ホーム 

労政課 

市民相談課 

人権共生課 

地区担当職員 

 

（保健師・ケースワーカー・ 

包括支援センター職員） 

ケース会議 

生活福祉課 

福祉政策課 

障がい福祉課 

保健予防課 



 

○松本市自殺予防対策推進協議会設置要綱 

平成２１年１１月４日 

告示第５９１号 

（目的） 

第１条 この要綱は、自殺予防対策事業の推進を図るため、松本市自殺予防対策推進協議会（以

下「協議会」という。）を設置することについて必要な事項を定めることを目的とする。 

（所掌事項） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項を所掌するものとする。 

（１） 自殺予防対策推進計画の策定及び進行管理に関すること。 

（２） 自殺予防対策に関する調査及び分析に関すること。 

（３） 前２号に掲げるもののほか、自殺予防対策の推進に必要な事項 

（組織） 

第３条 協議会は、委員３０人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

（１） 医療関係者 

（２） 教育関係者 

（３） 産業関係者 

（４） 地域関係者 

（５） 行政関係者 

（６） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任

者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長各１人を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 協議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、説明及び意見を求めることが

できる。 



 

（庶務） 

第７条 協議会の庶務は、健康福祉部健康づくり課において処理する。 

（補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成２１年１１月１０日から施行する。 

   附 則(平成２５年３月３１日告知第１５３号) 

  この告示は、平成２５年４月１日から施行する。 

 



（報告事項） 

第３期松本市自殺予防対策推進計画の概要 

 

１ 自殺予防対策推進計画の位置づけ 

松本市では、平成３０年に「第２期松本市自殺予防対策推進計画」を策定し、包括

的に取り組みを進めてきました。また、様々な健康課題に対して、健康づくり計画等を

策定して健康施策を推進してきましたが、より総合的かつ効果的に展開するため、 

令和４年度に「第３期松本市自殺予防対策推進計画」のほか、「第３期松本市健康づ

くり計画」「第４期松本市食育推進計画」を一体的に取りまとめ、「松本市健康増進総

合計画」を策定しました。 

 第３期松本市自殺予防対策推進計画は、松本市総合計画の基本施策である「切

れ目ない健康づくりの推進」の実現に向けた本市の自殺予防対策の基本となる計画

に位置付けられます。 

 

２ 計画期間 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

計画の期間は、令和５年（２０２３）年度から令和９年（２０２７）年度までの５年間 
 

 

 

 

 

 

第２期自殺予防対策推進計画（H29～R4） 

第２期健康づくり計画（H23～R2） 

第３期食育推進計画（H30～R4） 

【松本市健康増進総合計画】 

・第３期松本市健康づくり計画 

・第４期食育推進計画 

・第３期自殺予防対策推進計画 

２ 年延

長 

資料 1 



３ 自殺予防対策の経過 

 ⑴ 国の動き 

・平成 18年「自殺対策基本法」制定 

・平成 28年「自殺対策基本法」改正 

   ・平成 29年７月「自殺総合対策大綱」が閣議決定 

⑵ 市の取り組み 

・平成２１年度「松本市自殺予防対策推進協議会」「松本市自殺予防対策庁内連

絡会議」を設置 

・平成２２年１０月に自殺予防専用相談「いのちのきずな松本」を開設 

・平成２２年度「第１期松本市自殺予防対策推進計画」策定 

・平成２９年度「第２期松本市自殺予防対策推進計画」策定 

   ・令和 4年度「第３期松本市自殺予防対策推進計画」策定 

 

４ 現状と課題 

 ⑴ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた自殺者数・自殺死亡率の増加  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑵ 40歳代から50歳代の働き盛り世代で、自殺者数が多く、自殺死亡率が高い。 

 

 

 

 

 ⑶ 20歳未満の自殺死亡率が全国と比較して高い。 

 

 

 

 

 

５ 目指す姿 

 「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」 
 

６ 目標 

  新たな「自殺総合対策大綱」で、令和 8 年までに、自殺死亡率を平成 27 年と比

べて 30％以上減少させる目標設定がされた。 

 自殺死亡率（平成 27年） 目標値 

国 18.5 令和 8年 13.0以下 

県 18.2 令和 9年 12.2以下 

松本市 18.1 令和 9年 12.2以下 
 

・健康問題を始め、経済・生活問題、勤務問題等、幅広い生活面での困りごと

を支える対策と包括的相談体制が必要 

・支援を必要としている人が、適切な支援策に係る情報を得ることができるよ

う、ＩＣＴを活用した情報の集約と積極的な発信が必要 

・悩みを抱えた人が孤立しないように、身近な人の悩み、こころの危険信号に気

づき、必要な見守りができる人材の育成が必要 

・経営者及び企業・事業所の働き盛り世代に向け、こころの健康づくりについて

普及啓発活動を行うなどメンタルヘルス対策の推進が必要 

・生きづらさを抱える子ども・若者等を支える対策、自己肯定感を高める関わ

り・環境づくりが必要 

・児童生徒の援助希求力を高めるような取組みを継続的に実施することが必要 

 





                         自殺の現状について

１　自殺の現状について

（１）自殺者数（警察庁統計は自殺日・居住地ベース）　　（自殺率：人口10万対）

人数 自殺率 人数 自殺率 人数 自殺率 人数 自殺率 人数 自殺率

30 12.5 29 12.1 42 17.6 36 15.2 33 14

人口動態統計 33 ― 29 ― 41 ― 32 ― ―

警察庁統計 344 16.4 344 16 331 16 349 16 342 16.7

人口動態統計 350 ― 352 ― 325 ― 343 ― ―

警察庁統計 19,974 15.7 20,907 16.4 20,820 16.4 21,723 17.3 21,657 17.3

人口動態統計 19,425 ― 20,243 ― 20,291 ― 21,252 ― ―

（男25　女11） （男22　女11）

県

国

　

市
警察庁統計

（男２１　女９） （男１９　女１０） （男33　女9）

令和５年令和元年 令和２年 令和３年 令和４年

63

44

50

61

44
39

44
46

30 29

42
36 33

26.4

18.4

20.6

25.1

18.1
16.1

18.2
19.1

12.5
12.2

17.6 15.2

14

1

26

51

76

0

5

10

15

20

25

30

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

自殺者数と自殺死亡率の推移 (警察庁データ 発見日居住地ベース )

松本市

自殺者

数(人)

松本市

長野県

国

10万人対

50

人

＜警察庁統計と人口動態統計の数値の違い＞

１）警察庁統計では、総人口（日本における外国人も含む）を対象としているのに対し、人口動態統計は日本における日本人を対象として

いる。

２）警察庁統計では、死体発見時以降の調査によって自殺と判明した時は、その時点で計上。人口動態統計は、自殺、他殺、事故死のい

ずれか不明の時は「自殺以外」で処理。死亡診断書等の作成者から訂正報告がない場合は、自殺に計上していない。

資料２－１



（２）令和元年～令和５年の松本市自殺者の実態（警察庁統計より）

ア　総数：170人（男性：120人　女性：50人）

イ　年代性別　※自殺死亡率は警察庁統計と市統計月報1月1日人口より計算

ウ　職業別

エ　原因動機別

カ　自殺未遂歴の有無

有職者

42%

学生・生徒

12%

失業者

12%

年金・雇用保険

等生活者

17%

その他の無職者

17%

Ｒ５ 職業別 男性

有職者

31%

学生・生徒

8%

失業者

46%

年金・雇用保険等

生活者

15%

その他の無職者

0%
Ｒ５職業別 女性

11

58

27 22

1 4 9
2615

36

5
8

3 0 4 7

0

20

40

60

80

家庭問題 健康問題 経済・

生活問題

勤務問題 交際問題 学校問題 その他 不詳

R1～R5 原因・動機（3つまで選択）（人） 男性 女性

0

5

10

15

20

25

0

5

10

15

20

25

Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

Ｒ１－Ｒ５自殺未遂歴の有無（男性）

あり なし 不明 未遂歴率

人 ％

0

10

20

30

40

0

2

4

6

8

10

Ｒ1 Ｒ2 Ｒ３ Ｒ4 Ｒ5

Ｒ１－Ｒ５自殺未遂歴の有無（女性）

あり なし 不明 未遂歴率あり

％人



令和5年度　自殺予防専用相談「いのちのきずな松本」の実績

１　開催日数及び相談人数

２　年代性別（実人数） (人）

３　相談方法（延べ人数） (人）

４　相談者（延べ人数） (人）

５　相談内容（実人数、複数選択） (人）

1,742

R5年度 26 44 21 15 7 8 2 20

R3年度 21 32 13 15 9 1 0 11

R2年度 29 41

合計

0

R5年度 1,729 13 1,742

R5年度 1,736 5 0 1

5 1 1 0 35 7410 10 13 3 5 1

R4年度 1,636

5

7

2 6 9 6

1 2 1 5 1 5

5 2 24R4年度 28 49 20 33 11

24 22 11 4 2 17

R1年度 19 25 15 13 5 0 1 5

学校 近所 その他家族 健康
経済・
生活

職場・
仕事

男女・
夫婦

17 0 3 1,656

R3年度 1,453 8 0 1 1,462

R2年度 1,014 13 2 4 1,033

R1年度 1,355 4 3 0 1,362

その他 合計

R4年度 1,639 17 1,656

本人 家族 関係機関

R2年度 1,020 13 1,033

R3年度 1,443 19 1,462

R1年度 1,323 39 1,362

76 0

電話 来所 合計

14 7 20 6

1 1 6 0 488 14 17 17 5 5

R5年度 2 6

R4年度 2 5 9 12 5 10

2 07 6 14 11 10 5R3年度 1

1 6 1 38 56

36 47

15 8 7 3 1 9

02 1 1 0

0

R2年度 2 5 5 5 3 5 14 15

1 6 9 0 29 268 6 3 3 2 2R1年度 0

女性 男性女性 男性 女性 男性 女性 男性

不明 合計

男性 女性 男性 女性 男性 男性 女性 不明女性 男性 女性 不明

R4年度 244 124 1,656 6.8

～10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代～

R5年度 244 109 1,742 7.1

R2年度 243 95 1,033 4.3

R3年度 242 83 1,462 6.0

R1年度 240 55 1,362 5.7

資料２－２

相談日数(日) 実人数(人) 延べ人数(人) １日当たり(人)



６　通院状況（実人数） (人）

７　相談背景（実人数） (人）

８　相談を通じ直接支援に結びついた人数(実人数） (人）

【保健事業分野】

【庁内保健事業以外の分野】

【庁外の機関】

17

3

2

3

0

0

109

45 124

1

1 0

1 2

3 0

55

1

0

　　専門相談等 0 1 3 1

35

　　その他 1 8 3

83

95R2年度 36 7 22 30

R1年度 25 2 10 18

合計 10 17 15 8

　　専門医療機関 0 5 0 0

R3年度 37 2 8 36

R5年度 45 5 1

令和5年度

　　債務関係 0 0

　　介護・福祉関係 1 0 0 0

　　生活保護関係 0 0 1 1

　　労働関係 0 0 0 0

　　生活就労支援 2

　　専門相談 0 0 0 2

5

1

　　保健師訪問・相談 6 3 7 2

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和4年度

R3年度 26 4 0

R4年度 43 11 1

R1年度 19 8 1

R2年度 43 8 1

自殺念慮あり 自殺企図あり 自死遺族

R4年度 59 4 16

R5年度 47 10 17

精神科・心療内科 内科 なし 不明 合計



（報告事項）

【松本市医師会】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事業名 事業の内容
令和5年新規

or　継続 令和5年度実績

働く人々の健康を
守るシンポジウムの
開催

シンポジウムの開催 継続
コロナ禍開催見送り
令和6年度については開催予定

嘱託及び専属産業
医活動（従業員50
人以上の事業所に
ついて）

本会所属会員である産業医が、受託企業にお
いて相談・指導面接を行い、早期発見と治療に
結びつける。

継続 コロナ対策状況下にて、一部制限をして活動

松本地域産業保健
セ ン タ ー （ 従 業 員
50人未満の事業所
を対象）

長野県産業保健総合支援センター登録産業医
が、健康相談、長時間労働の面接指導またはス
トレスチェック面接指導等を実施するなどして、
精神科医等の連携により早期発見、治療に結び
つける。

継続
事業所訪問、郵送による方法を併用して状況に
応じて継続。

関連する各種研修
会の参加

関連する各種研修会に参加することにより、医
師として、産業医としての資質向上を図る。

継続 コロナ禍以前のように実施。

産業医としての学
校医

常時50人以上の教職員を有する県立学校にお
いては、産業医の資格がある学校医を選任しな
ければならなくなった。（なお50人未満の学校に
おいては今まで通り、職員健康管理医として）、
相談、面接指導等を実施するなど、精神科医と
連携により早期発見、治療に結びつける。

継続
県立学校及び市立学校等常時50人以上は産
業医として、また50人未満については健康管理
医として活動。

【松本薬剤師会】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事業名 事業の内容
令和5年新規

or　継続 令和5年度実績

長野県民への自殺
防止・うつ病対策啓
発事業
(ﾎﾟｹｯﾄﾃｨｯｼｭの作
成)
（地域自殺対策強
化事業補助金対象
事業－長野県薬剤
師会）

薬局店頭において薬剤師が相談窓口となり、う
つ病の正しい知識や適切な受診を促すなどその
専門職能を発揮した。具体的には、ﾎﾟｹｯﾄﾃｨｯｼｭ
に、過量服薬防止の観点から、「飲みきれないお
薬ありませんか?」、長野県作成ﾎﾟｹｯﾄﾃｨｯｼｭと
同デザインを掲載し作成した。県内約900薬局
で来局者に配布し、啓発活動を実施した。
その他店頭にポスター（内閣府作成）を掲示。

継続
R6.3　松本薬剤師会　142薬局　1,643個
（県内928薬局　18,560個）

うつ病及び自殺防
止対策研修会
（地域自殺対策強
化事業補助金対象
事業－長野県薬剤
師会）

薬剤師を対象としたうつ病及び自殺防止対策研
修会の開催

なし

令和5年度うつ病及び自殺防止対策研修会
演題  『うつ・うつ病　話を聴くということ』
講師　 さかえクリニック　院長　坂江　芳朗先
生

お薬なんでも講座
（松本薬剤師会）

福祉ひろばにて市民を対象とした、お薬の適正
使用等に関する講義とお薬・健康相談を開催

継続

令和5年7月～令和6年3月
　「お薬なんでも講座　こんなこと聞いてみた
い！」福祉ひろば
（17ヵ所　386名）

ウ　自殺予防対策関連事業報告
　（ア）松本市自殺予防対策推進協議会各団体

資料３



【松本保健福祉事務所】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事業名 事業の内容
令和5年新規

or　継続 令和5年度実績

対面相談事業

１　くらしと健康の相談会
内容：弁護士による生活相談と保健師による健
康相談
対象：失業、倒産、多重債務、家庭問題等で悩
む一般県民
日程：６．９．12．翌年３月の毎週水曜日

継続
１　くらしと健康の相談会
　　日程及び事業内容は、左記のとおり
　　相談件数23件

人材養成事業

１　ゲートキーパー研修会
内容：ゲートキーパーの役割を担う人材を養成
する。
　
２　自殺対策関係者研修会
内容：自殺対策に関わる関係者への研修会の実
施

継続
　（合同）

１　ゲートキーパー研修会
・心の健康づくりフォーラム（令和５年８月２日）
中信労政事務所主催、１回　36名

２　自殺対策関係者研修会
・地域精神保健福祉研修会と合同で開催
　YouTube配信　総再生回数958回
　講師　信州大学医学部附属病院　中村敏範医
師
　　　　　村井病院　斉藤栄喜公認心理師、臨床
心理士

普及啓発事業
１　自殺予防週間（9月）、自殺対内容：策強化月
間（3月）における街頭キャンペーンや自殺対策
関連資料等の合同庁舎ロビーへの展示

継続

１　自殺予防週間及び自殺対策強化月間
・合同庁舎ロビーにてパネル、啓発グッズを展示
２回（９月、３月）
・街頭キャンペーン：①ツルヤ穂高店（安曇野市
と共同で９月に実施）、②塩尻GAZA店（塩尻
市と共同で９月に実施）、③山形村井上アイシ
ティ21（山形村と共同で３月に実施）

自死遺族支援事業

１　中信地域自死遺族交流会（あすなろの会）
内容：遺された人々が安心して語れる場を作り、
少しでも孤独から立ち直り、心癒されることを目
的とする。
対象：家族を自死で亡くした方
日程：年４回開催(６，９，12月、翌年３月)の第１
土曜日

継続

１　中信地域自死遺族交流会（あすなろの会）
・日程：左記の事業内容のとおり４回
・参加者：実　13名　延べ22名　　（内、新規参
加者６名）

【長野県精神保健福祉士協会】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事業名 事業の内容
令和5年新規

or　継続 令和5年度実績

自殺予防対策専門家向け研修会 継続

自殺危機介入スキルワークショップを県下4会
場で開催
１月２８日（日）安曇野市（修了者７名）
２月１０日（日）小諸市（修了者６名）
2月18日（日）長野市（修了１１名）
２月2５日（日）駒ケ根市（修了者３名）

・講師派遣市町村主体のゲートキーパー養成研
修等への講師派遣
・精神保健福祉関連研修への講師派遣

継続
計2回
（いずれも安曇野市）

長野県子もの自殺
危機対策チームへ
の参画

長野県保健・疾病対策課との連携・協働におい
て長野県子もの自殺危機対策チームへの参画

継続
・コアチーム会議の出席（年4回）
・地区チームへ参画する協会員へフォローアッ
プ

【松本広域消防局】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事業名 事業の内容
令和5年新規

or　継続 令和5年度実績

啓発事業 啓発ポスターの掲出
継続

消防庁舎へポスターを掲出

事業協力 講演会への参加
継続

他の業務と重なったため欠席

自殺予防対策研修
会



【長野県看護協会】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事業名 事業の内容
令和5年新規

or　継続 令和5年度実績

自殺予専用相談事
業の受託

自殺予防専用相談「いのちのきずな松本」の相
談員として相談業務の一部受託

継続
相談員４名派遣

精神科看護技術の
研修

１　長野県看護協会主催の研修会
　①更年期を楽しく穏やかに過ごすには～女性
の心身の健康を考える～7/20
　②精神科訪問看護研修
　・基礎編　5/20～6/17　オンデマンド
　・実践編　11/18
２　長野県看護協会支部主催の研修
・心のケアに関する研修を予定：市民公開講座
佐久支部・伊那支部・松本支部・大町支部・北信
支部

継続

継続

①医療者が知っておくべき性の多様性につい
て：6/27　５６人
②更年期を楽しく穏やかに過ごすには：7/20
４７人
③心理的安全性が保たれる職場環境を目指し
て：11/2　２０人
④精神科訪問看護　実践編：11/18　２０人

松本支部：12/2　３７人
北信支部：6/24　４１人

精神・自殺対策関
連の委員として参
加

１　長野県医療観察制度運営連絡協議会 委員1名委嘱

【松本市校長会】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事業名 事業の内容
令和5年新規

or　継続 令和5年度実績

小中学校の道徳に
おける心の教育

１ 「主として自然や崇高なものとの関わりに関す
ること」として、生命を大切にする心や自他の生
命を尊重する心を養うこと、「主として自分に関
すること」として、自己理解を図り自分のよいと
ころを伸ばしてより良く、また、たくましく生きよ
うとする心を養うことを主眼とした道徳教育の推
進。
２ 各学校では、「道徳」の教科化に伴って見直し
た年間指導計画に基づいて、教育活動全体にお
ける「心の教育」を推進する。

継続

１　各校で児童生徒の発達段階に応じて「互い
の尊重」「命の大切さ」や「自己肯定感」を高める
指導を推進した。
２　校長会で講話集を作成し、道徳教育、人権
教育につながる題材の共有を図った。

人権教育週間の実
施

１ 人権教育週間・旬間・月間を年間計画に位置
付け、各学校の実態に沿って自殺防止を含めた
推進計画を作成し、確実に実施する。
２ 計画には、児童会・生徒会による活動や校長
講話、人権教育の授業や集会、講演会等を盛り
込む。
３ ２つのブロックで人権教育の授業を実施し、
授業研究会を行い、教師の人権感覚をみがき、
指導力を高める。

継続

１　人権教育習慣・旬間・月間等期日等について
は各校の実態に合わせて設定するが、自己有用
感を高める内容について指導を行った。
２　市内を２ブロックに分け、人権教育公開研究
授業を行った。（Ａ：鎌田小学校Ｂ：梓川中学校）

市教委による「不登
校・いじめ調査」の
活用

１ 市教委で実施している「不登校・いじめ調査」
により、こまめに状況を把握し、できる限り未然
に防ぐ。（調査は隔月　年６回実施）
２ 各校の実態に合わせて、調査結果に基づく研
修の場を設定し、教師の指導力を高める。

継続

１ 教育委員会が中心となり、全小中学校が隔月
で「不登校・いじめ調査」を行い、いじめ・不登校
の未然防止および早期発見・早期対応に努め
た。
２　重大事案と判断される事案が発生した場合
は、第３者委員会を設置して対応していく。

【松本市ＰＴＡ連合会】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事業名 事業の内容
令和5年新規

or　継続 令和5年度実績

自殺に直接働きかけるような活動はしていない
が、各ブロックや委員会活動の中で、親自身の
悩みへの対処や子どもとの向き合い方などを学
び、P.T.Aとしてできることを考え、共有してい
る。

-

自殺に直接働きかけるような活動はしていない
が、各ブロックや委員会活動の中で、親自身の
悩みへの対処や子どもとの向き合い方などを学
び、P.T.Aとしてできることを考え、共有してい
る。



【長野県弁護士会松本在住弁護士会】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事業名 事業の内容
令和5年新規

or　継続 令和5年度実績

「暮らしとこころの
相談会」への協力

自殺対策強化月間に合わせて、長野県弁護士
会貧困問題対策委員会が中心となって実施す
る無料相談会。松本地区は、まいさぽ松本・ま
いさぽ大町と連携し、毎年３月と９月に１週間
相談会を実施する。

継続

９月松本会場　相談７件
３月松本会場　相談８件

「まいさぽ松本」と
の連携

まいさぽ松本に相談に来た方のうち、弁護士
の関与が望ましい方について、松本在住会弁
護士に引き継ぐ。

継続

実施

法テラス無料相談
会

長野県弁護士会松本在住会館にて、法テラス
を利用した無料相談会を実施。月に数回程度
行い、弁護士が無料相談に応じる。

継続

月に数件程度

各種相談会の実施

長野県弁護士会松本在住会館等にて定期的に
相談会を実施。離婚、債務整理等、自殺に関連
しかねない法律問題にも対応しているｙ。

継続

実施

【長野県司法書士会松本支部】　　　　　　　　　　

事業名 事業の内容
令和5年新規

or　継続 令和5年度実績

相談事業
１　常設電話・面接相談実施
２　自殺対策強化月間における借金・多重債務
相談会

継続 実施

県下一斉司法書士
無料法律相談

県下一斉司法書士無料法律相談 継続 実施

【松本労働基準監督署】　　　　　　

事業名 事業の内容
令和5年新規

or　継続 令和5年度実績

普及啓発事業
国の自殺予防啓発ポスターの掲示、リーフレット
類の配布

継続 実施

松本地区労働衛生
大会

主に事業場労働衛生担当スタッフを対象とした
啓蒙（特別講演等）

継続 実施

【松本公共職業安定所】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事業名 事業の内容
令和5年新規

or　継続 令和5年度実績

こころの健康相談
ハローワーク松本、塩尻市ふるさとハローワーク
にて、各月1回13時～17時、1回につき４人、予
約制により実施。

継続 48人相談

ストレスチェック
シートの配布

厚生労働省委託「求職者のストレスチェック及び
メール相談事業」のチェックシートの配布及び利
用勧奨

継続 350部配布

新卒応援ハロー
ワークにおける臨床
心理士等による心
理的支援（巡回相
談）

臨床心理士による相談を各月4日（1日2コマ）
予約制で実施。
新卒者（来春３月卒業予定者）、既卒者（卒業後
３年以内）及び若年者（45歳未満）で就職活動
中の方が対象。

継続 34人相談

【長野県若年者就業支援センター（ジョブカフェ信州）】　

事業名 事業の内容
令和5年新規

or　継続 令和5年度実績

若者求職者に対す
る就業支援（４０代
前半までの若者に
対する就業支援）

若者の職業的自立に向けたキャリア相談等のき
め細やかな支援に努める。

継続



【松本地区労働者福祉協議会】

事業名 事業の内容
令和5年新規

or　継続 令和5年度実績

くらし・なんでも相
談「ほっとダイヤル」
等

生活あんしんネットワーク事業
暮らしサポートセンター「電話相談」他

継続
14件の相談がありました。内容は生活困窮や多
重債務、相続贈与など様々でした。

松本地区メーデー
「ひとかんの缶詰プ
ロジェクト」

メーデー開催にあたり「ひとかんの缶詰プロジェ
クト」と称して、生活困窮者への食事支援として
フードバンク信州を通じて食品（缶詰・レトルト食
品等）をお届けする活動

継続
約20Kg、100点の食品を県松本振興局へ寄贈
しました。

松本市長懇談会

加盟６団体と松本市長との懇談会
・各団体から寄せられた懇談項目について市と
懇談を行う。
・各団体から寄せられた要望・提言項目につい
て提出し、市より後日、文書にて回答をいただ
く。

今年度につい
ても１１月末に
予定。現在提
案項目につい
て検討中。

仕事と家庭の両立支援（子育て・介護）など２項
目について市長・副市長・担当部長とフリートー
クで意見交換を行いました。また各団体から寄
せられた生活に関する意見・要望についても提
案書を提出し回答をいただきました。

その他
各労働団体・労働組合独自の取り組みは行わ
れています。
（各種相談窓口、弁護士紹介等も含む）

継続
各構成団体の取り組みは集計等内容を把握し
ていない為、実績未確認となっています。

【松本商工会議所】

事業名 事業の内容
令和5年新規

or　継続 令和5年度実績

ホームページ、会報
誌に等による情報
提供活動

健康経営、自殺予防対策、労災防止、労務管理
関連の会員事業所向け情報発信

継続 会報まつもと記事掲載により、会員へ周知

会員事業所向けの
事業活動

１．事業所向け各種セミナー開催
２．健康診断「ヘルスの日」の実施（松本医師会
とのタイアップによる会員企業向け福利厚生支
援事業）
３．松本商工会議所として｢健康経営優良法人
2021｣認定を2021/3月に取得

継続

1.松本市能力開発学院による事業
・現場リーダー養成研修、管理者実務セミナー、
初級管理者養成研修、若手職員パワーアップセ
ミナー
2．健康診断「ヘルスの日」
・受診事業所5６１社、受診者数1,４３９名
3．優良法人認定を取得し会員事業所の健康経
営を推進・サポート

関連機関・団体へ
の協力活動

松本市、松本大学、協会けんぽ長野支部ほかと
の事業連携への参画

継続
・松本ヘルスラボ事業への協力（随時）
・職域健康セミナー(随時/アクサ生命との共催)

職員啓発
健康経営、自殺防止、メンタルヘルス、労災防止
などのセミナー・講習会の受講

継続

・救急救命講習会の開催
・健康経営アドバイザー講習受講の推奨
・労働災害防止団体連絡会議
・専門家によるメンタルサポート、健康相談(専
用電話)
・月数回、健康維持・ストレスケアほかに関する
職員向けメール配信を実施

【長野県中信消費生活センター】　　　　　　　　　　　　　

事業名 事業の内容
令和5年新規

or　継続 令和5年度実績

多重債務者無料相
談会

多重債務者を救済するため、弁護士会及び司
法書士会と協働で、無料相談会を実施（年1回）

継続 10月26日（木）０件



【長野いのちの電話（松本分室）】

事業名 事業の内容
令和5年新規

or　継続 令和5年度実績

自殺予防のための
フリーダイヤル(全
国）

毎月１０日
松本、長野とも１１時～１９時
全国のいのちの電話ネットワークで受信
内長野局は９月と３月は10～30日の16時か
ら24時に変更して受信
厚生労働省補助事業対象

継続

２０２３年度　毎月１０日２４時間対応
電話システムを変更　全国からの電話を一旦東
京のサーバーで受けて、担当可能な地方局で受
けるようになった

電話相談

相 談 で は な い
caller対策

通年１１時～２２時
年末年始を除く
内線システムにより長野局・松本局
どちらでも受信可能 頻回者対策苦慮及びカ
スタマーハラスメント増加

継続

２０２３年度３月、松本事務局として独立建屋建
設し、交換機を更新し内線システムを改善。長
野・松本の受け手の在席状況で柔軟に受信し以
下は合計数
202３年度総受信数６,９１２件、 （５７２増）一日
平均１９（２増）
自殺傾8６２件（１２増）1３.７％
自殺傾向の段階→念慮８６７（１１４増）、危険７１、
予告・通告2８、　実行中３
詳細→精神　人生　家族　対人　経済　職業　身
体　年齢別

自殺予防公開講演
会

年2回　相応しい講師が得られた場合に計画
長野県、市町村振興会～
補助金による運営 継続

２０23/５/１３「今日帰る場所の無い少女たち」
仁藤夢乃氏を講師に開催（会場とオンライン）映
像はプライバシー保護のため非公開　９/３０「若
者の生きづらさを考える意見交換会２」長野市ト
イーゴ

相談員養成講座

コロナ自殺増加で関心が高まった？　　　　　毎
年6月全8回　いのちの電話理念、精神障害、
死生観、LGBTQ、貧困、若者等主題 継続

６月から８月は第2６期公開講座受講リモート参
加含む約１００名　９月から２１名が養成講座へ
進む。開催日土曜日　全31講座　　　２４年５月
に２１名を相談員認定した。２４/６月から実習生
として相談活動に従事

研修委員会　毎月
体制　内容　実施結果検討

継続
毎月１回４グループの継続研修対面＋リモート
対面を増やしたい

運営委員会　毎月

第3水曜日夜　リモート会議（長野・松本）

継続
毎月第3水曜合同軍営委員会＋毎月第１水曜
松本事務局会

現 役 相 談 員 が グ
ループごとに毎月
継 続 研 修 を 実 施
受 信 相 談 ケ ー ス
ワーク検討会

毎月第3金曜　対面とリモート参加者

継続

a.通話内容によって受け手の心が傷つけられる
ことが多々あり、仲間との情報共有で解消する
こともあるが、互いに話す機会を増やした。月１
回の自由な話し合い「ひろば」新設

松本事務局資金募
集継続

松本事務局新築建屋

継続
遺贈金を元本に松本市南部地域に専用拠点を
建築済み　　　　　　飯山拠点の確保。公共施設
の一部を定期的に借用し運用開始

広報および資金調
達

広報誌　年２回　8月夏号　１月冬号
信濃毎日　SBCテレビラジオスポット広告
ホームページ刷新
未成年層への接点を求めて独自ソング制作「ア
イム・ヒア」HP視聴可能 継続

社会福祉法人としての情報公開　資料＆広報
誌はダウンロード可能　安定した資金確保に２０
０社程参加「ガイヤ応援団」立ち上げ
広報誌は会員、関連団体、公民館など定期ルー
トへ配布
ＨＰ内容と機能の刷新
若い世代を対象として音楽コンテンツを公開し
ている



【松本市町会連合会】　　　　　　　　　

事業名 事業の内容
令和5年新規

or　継続 令和5年度実績

身近な地域での支
え合い

各町会ごとのまちづくりの取り組みを実施 継続 各町会ごとに取り組み

（一例として）城北地区蟻ケ崎北町会の実績
年3回あるふれあい健康教室の茶話会で参加
者と話をする機会がある。（保健師、地域包括支
援センター、生活支援員などが参加）町会長か
ら自殺予防の話をしている。

【松本市町内公民館長会】　　　　　　　　　

事業名 事業の内容
令和5年新規

or　継続 令和5年度実績

住民の顔の見える
関係づくり

市内484の町内公民館（各町会が自主的に設
置運営）を拠点に、住民の親睦交流、学習会を
開催。

継続
各地区の町内会で世代間交流事業や、講座を
実施

【松本人権擁護委員協議会（松本部会）】

事業名 事業の内容
令和5年新規

or　継続 令和5年度実績

人権相談
1　常設人権相談（法務局松本支局内）通年電
話・面接

1　開設　２43件　相談　154件

2　特設人権相談所開設（一般・子ども・女性） 2　開設　５6件（松本市内17件）相談8件

3　全国一斉「女性の人権ホットライン」 3　長野地方法務局にて対応

4　全国一斉相談ダイヤル 4　常設相談所で対応

5　みんなの人権110番 5　全国一斉電話相談

6　SOSミニレターへの対応（小中学生対象、通
年）

6　40通対応

7　全国一斉「子どもの人権110番」 7　長野地方法務局にて対応
8　高齢者・障害者の人権あんしん相談（電話・
面談）

8　全国一斉電話相談

9　法の日週間無料法律等相談2名相談員とし
て参加

9　中止

1　「全国一斉人権擁護委員」の日啓発 継続 6/1　JR松本駅お城口にて実施

2　人権教室・啓発 継続

保育園2園（8/3 島内・10/31 井川城）
 6/20 児童センター1（菅野）
 6/23 中学生人権教室１校（波田中学校）
11/30 中学生人権教室１校（菅野中学校）
10/14 松本大学人権啓発
　

3　「松本ぼんぼん」において啓発
 8/３　継
続

8/５  「松本ぼんぼん」において啓発

4　小中学校訪問　（随時） 継続 年間数回

5　関東ブロック大会・研修 継続
6/29  群馬研究大会（関ブロ）Webシステムで
実施10/23・24　関東ブロック関係大会・研修
会

6　スポーツ組織（松本山雅）と連携・協力した啓
発活動

継続
１回実施　11/5　サンプロアルイン

7　全国中学生人権作文コンテスト 継続 第４２回全国中学生人権作文コンテスト

8　「人権の花」運動 （松本市立二子小学校・中山小学校）

9　「人権を考える市民の集い」参画
1２/1０　松本市Mウイング
　　中学生人権作文表彰・発表・講演会、啓発活
動

10　人権侵害、人権侵犯等の事案は法務局と
共に対応

継続 法務局職員と共に対応

11　スマホケータイ安全教室の推進 継続
11/29 松本市立島立小学校・12/25 寿台養護
学校

12　地域人権講座への講師派遣等 継続
9/26 企業啓発
　(株)柳沢林業：人権に配慮した取り組み・
女性が働きやすい職場づくり・社会貢献活動

その他 13　委員のスキルUPの為の研修会 継続
委員研修　８回

東筑  山
形・朝日
  小学校

継続

人権尊重思想の普
及高揚のための啓
発



【松本市民生委員・児童委員協議会】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事業名 事業の内容
令和5年新規

or　継続 令和5年度実績

啓発事業

１　行政施策等の情報を、各地区民児協へ周知
２　こころの健康や自殺予防専用相談「いのちの
きずな松本」を含めた相談窓口の説明を受け、
各会員へ周知

継続 各地区民児協定例会において周知

相談事業
住民からの相談を受けた場合、必要に応じて関
係機関につなぐ

継続 必要に応じて実施

【市高齢者クラブ連合会】

事業名 事業の内容
令和5年新規

or　継続 令和5年度実績

事業等を計画実行する際、随時対応しながら進
めている。 継続 実施

【松本児童相談所】

事業名 事業の内容
令和5年新規

or　継続 令和5年度実績

児童相談
児童虐待、育児、知的及び発達障害等、18歳未
満のこどもに関する様々な相談

継続 実施

【社会福祉法人　松本市社会福祉協議会】

事業名 事業の内容
令和5年新規

or　継続 令和5年度実績

指定就労継続支援
Ｂ型事業所（精神障
害者通所授産施
設）
・南ふれあいホーム
・北ふれあいホーム

１　指導員による傾聴、アドバイス等を定期的に
実施
２　社会訓練等の実施
３　「相談支援センターにじ」において、当事者の
サービス等利用計画を作成の他、生活上の困
難さ、対人関係、精神的な不安・悩みの相談・助
言

１　継続

２　継続

３　継続

１　日常的な相談面接を
　実施
２　社会見学、研修会、
　交流会への参加
３　利用人数　　 157人
　　延べ計画数 　601回

日常生活自立支援
事業

支援員による傾聴、アドバイス 継続
実利用者数　132人
（内生活保護利用者59人）

生活困窮者自立相
談支援事業

松本市生活就労支援センターまいさぽ松本にお
いて生活困窮者の自立に向けた支援

継続
延べ相談人数　1,378人
延べ対応回数　5,050回



自殺予防対策関連事業　【計画順】

１　安心して暮らせる地域づくり

1-ア　支え支えられる生き心地のよい地域づくり支援

重点
施策

事業区
分1

事業区
分2

事業・取組 内　　　容 担当課
継続or
R６新規

R５
実績値

重点 1-ア 地域包括ケアシステムの構築 住み慣れた地域で、暮らし続けるための体制整備 高齢福祉課 継続
19地区で個別地域ケア会議を

30回開催

重点 1-ア 2・3 重層的支援体制整備事業
複雑化・複合化した課題などに対して制度や分野を超えた
一体的な支援の取り組み

福祉政策課 新規 ー

重点 1-ア 公民館での学習機会の提供
公民館で実施している様々な講座を通じ、人権や自殺予
防等に関する学習機会のほか、人とのつながりや居場所
を提供

生涯学習課 継続 35地区

1-ア
松本版コミュニティスクール事
業

学校、家庭及び地域の連携、協働により、地域と学校が一
体となって子どもを守り育てる取組みとして、コミュニ
ティスクール事業を実施

生涯学習課 継続 35地区

1-ア
地域支援者と地区担当職員の
連携支援

安心して暮らせる地域づくりの実現に向け、学習機会や懇
談会を通じて連携強化を支援

生涯学習課 継続 35地区

1-ア 人権啓発事業
個人が持つ個性や属性を互いに認め合い、共に生きる地
域づくりを目指し、各種研修会や講演会の企画及び出前
講座等の開催

人権共生課 継続

人権を考える市民の集い：７４
名（会場参加者のみ）
出前講座：７５名
性の多様性小・中学校講座
16,935名

重点 1-ア 福祉ひろばの運営支援
各地区福祉ひろばにおける住民主体のひろば事業の運営
支援を実施

地域づくり課 継続 7.6％

1-ア 地域づくりの支援 地域づくりセンターにおける地域づくりの支援 地域づくり課 継続 35地区

様々な事情で学校に通うことができない、また、悩みを抱
えている子どもたちのための居場所を提供

延べ利用者2,836人

「はぐルッポ」の周知 ホームページ掲載

重点 1-ア 子どもの居場所づくり推進事業

地域の大人が地域の子どもに対し、食事を中心とする地
域における団らんの場や、これに加えて地域の歴史、文
化、季節行事、郷土料理、遊び等でその地域において伝承
されている文化を、地域の大人たちから教わり体験する
生活体験を提供する取組みに対し交付金を支給

こども福祉課 継続 75.6%

1-ア
子育て支援センター（こどもプラ
ザ）運営事業

主に未就園の子どもとその保護者を対象に、育児講座の
開催や、子育ての交流、情報交換又は相談の場として、安
心して子育てができる環境を整備し、地域の子育て支援
機能の充実を図る。

こども育成課 継続 年間延べ利用者73,673人

重点 1-ア 自主運動サークル支援事業
介護予防（身体、こころ、栄養、口腔機能など）を目的に、
週１回実施する自主運動サークルの立ち上げを支援し、住
民主体の通いの場を創出する。

健康づくり課 新規 126か所

1-イ　気づき・見守りができる人材の育成

重点
施策

事業区
分1

事業区
分2

事業・取組 内　　　容 担当課
継続or
R６新規

R５
実績値

重点 1-イ
地域支援者や教職員等への研
修

民生・児童委員、町会長、町内役員等の地域支援者、教職
員等へ、こころの健康や自殺に関する正しい知識等につい
ての理解を深めるための研修を開催

健康づくり課 継続
35地区
2,010人

重点 1-イ 2-ウ 働く世代へ向けた健康講座
企業等へ、こころの健康やゲートキーパー等についての講
座等を実施

健康づくり課 継続 事業廃止

重点 1-ア 3-イ
子どもの支援・相談スペース「は
ぐルッポ」

継続こども育成課

資料４－計画順

【３期計画事業区分】 3-オ　高齢者に対する相談支援の充実

１　安心して暮らせる地域づくり 3-カ　健康に関する相談支援の充実
1-ア　支え支えられる生き心地のよい地域づくり支援 3-キ　生活全般に関する相談支援の充実
1-イ　気づき・見守りができる人材の育成 3-ク　男性・女性・多様性に関する相談支援の充実
1-ウ　こころの健康づくりの推進 3-ケ　外国人に関する相談支援の充実

２　教育・啓発の推進 3-コ　障がいに関する相談支援の充実
2-ア　市民に向けた正しい知識の教育・啓発 3-サ　相談担当職員の資質向上と“支援者への支援”
2-イ　子ども世代への教育・普及啓発の強化 3-シ　各種相談窓口との効率的な連携強化
2-ウ　働き盛り世代に向けた普及啓発 ４　関係機関等との連携
2-エ　子育て世代に向けた普及啓発 4-ア　精神科医療、保健、福祉の連携強化

３　相談・支援体制の充実 4-イ　関係機関・施策等との連携による総合的な対策の推進
3-ア　支援に関する情報の集約と積極的な発信　 4-ウ　各種統計情報等の分析と課題の共有
3-イ　子ども・子育て世代に対する相談支援の充実 ５　自殺未遂者、自死遺族等への支援
3-ウ　青少年に対する相談支援の充実 5-ア　自殺未遂者やその家族への支援
3-エ　働き盛り世代に対する相談支援の充実 5-イ　遺された人への支援



２　教育・啓発の推進

2-ア　市民に向けた正しい知識の教育・啓発

重点
施策

事業区
分1

事業区
分2

事業・取組 内　　　容 担当課
継続or
R６新規

R５
実績値

重点 2-ア
広報、ラジオ、テレビ、インター
ネット、ＳＮＳ等を通じた広報活
動の実施

市民一人ひとりが、こころの健康や自殺・精神疾患等につ
いて、正しく理解し、互いに見守り支え合える地域づくり
ができるよう、広報まつもと、ホームページ、広報番組等
を通じた啓発を実施

秘書広報室
健康づくり課

継続
実施
（実績は健康づくり課で記
載）

2-ア
自殺予防啓発用のティッシュ・パ
ンフレット等の作成、配布

自殺予防週間(９月）や自殺対策強化月間(３月）等にあわ
せ、啓発用ポケットティシュやパンフレットを作成し配布

健康づくり課 継続 街頭キャンペーンの実施（3月）

2-ア 図書館でのテーマ展示
自殺対策強化月間（３月）にあわせ、こころの健康等に関す
る書籍紹介やパンフレット等を配布

健康づくり課 継続 実施

2-ア 相談窓口の案内・情報提供 地域づくりセンターで、様々な相談窓口の案内・情報提供 地域づくり課 継続 35地区

2-イ　子ども世代への教育・普及啓発の強化

重点
施策

事業区
分1

事業区
分2

事業・取組 内　　　容 担当課
継続or
R６新規

R５
実績値

2-イ 学校でのこころの教育
全小中学校の道徳の授業で、生命尊重や自己理解の心を
養う授業を実施

学校教育課 継続 全校

2-イ 学校でのいじめ防止の取組み
「松本市いじめ問題対策調査委員会」を開催し、市内いじ
めの状況を報告し、協議

学校教育課 継続 全校

「こころの鈴通信」の定期発行や、パンフレット・リーフレッ
ト等の配布による、全ての児童生徒への相談先の周知

こども育成課 継続 76.7%

思春期の子どもに対し、子ども自身ができる対処法や、大
人へ相談することの重要性について、リーフレット等を作
成・配布し、周知啓発する。
・小学4年生とその保護者へ、相談窓口啓発用絆創膏セッ
トとリーフレットを作成し、配布。
・中学２年生とその保護者へのパンフレットとリーフレット
を作成し、配布。
・中学３年生と高校３年生には食育の卒業応援レシピ集に
記事を掲載

健康づくり課 継続

小4とその保護者各2,196部
中2とその保護者各2,463部

中3　2,513部
高3　　１３校にＵＲＬを送付
（公立７校私立6校）

・子ども自身ができる対処法や大人へ相談知ることの重
要性について教育するための保健師による出前講座
（SOSの出し方に関する教育）の実施

健康づくり課

重点 2-イ 保護者・教員向け研修会
小・中学生への出前講座に合わせ、ＳＯＳの受け止め方に
ついて学ぶための研修会の実施

健康づくり課

重点 2-イ
高校・大学等と連携した教育啓
発

高校、大学、短期大学、専門学校等と連携し、こころの健康
やSOSの出し方に関する出前講座、相談窓口の周知啓発
を実施

健康づくり課 継続 未実施

2-イ
エイズ・ＨＩＶ等性感染症予防啓
発出前講座

エイズや性感染症予防の正しい知識及び患者、感染者へ
の理解を深めるため、命の大切さ、尊さ、妊娠・出産、性の
多様性等について学べるよう、学校、各種団体等と連携を
図り、出前講座を開催

健康づくり課 継続
１００回
7,841人

2-ウ　働き盛り世代に向けた普及啓発

重点
施策

事業区
分1

事業区
分2

事業・取組 内　　　容 担当課
継続or
R６新規

R５
実績値

重点 2-ウ 健康経営の普及啓発
　企業・経営者に健康づくりを経営課題として捉え、長時
間労働の防止やハラスメント対策を含む、心身ともに元気
な職場づくりに取り組んでもらうよう啓発

労政課 継続 121社

重点 2-ウ ワークライフバランス推進事業
仕事と家庭の両立可能な就業環境を整えるためのセミ
ナー開催

労政課 継続 1回

2-エ　子育て世代に向けた普及啓発

重点
施策

事業区
分1

事業区
分2

事業・取組 内　　　容 担当課
継続or
R６新規

R５
実績値

2-エ 子育てガイドブックの配布
子育てに関する情報をまとめた冊子を作成し、妊娠届出
時等に配布

こども育成課 継続 7,000刷発行

2-エ
相談窓口及び育児支援情報の
周知

子育てコミュニティサイト「はぐまつ」により子育て世代の
交流を促進するとともに、各種相談窓口や育児支援情報
を周知

こども育成課 継続 サイトアクセス数96,740件

2-エ オレンジリボンキャンペーン

児童虐待を防止するため、児童虐待防止月間にオレンジリ
ボンキャンペーンとしてリーフレットや啓発用グッズを配
布し、講演会等を開催するとともに、懸垂幕・横断幕の掲
示や広報等で啓発

こども福祉課 継続

Ｒ5年11月に市役所本庁舎及び
松本駅に、懸垂幕・横断幕を掲
示
松本市民祭歩行者天国にて、啓
発活動実施

2ｰエ
妊娠期の支援のための動画配
信

妊娠期から母性・父性を育み、子育ての不安を軽減するた
めの情報提供

健康づくり課 新規 5種類　1,285回

【CAP】
小中学校　２校10講座
（内訳）こども６回１２０人、大人
４回5５人（延べ175人）
【保健師】
中学校４校　計１３回　延392人

継続

小・中学生への教育・啓発重点 2-イ



３　相談・支援体制の充実

3-ア　支援に関する情報の集約と積極的な発信

重点
施策

事業区
分1

事業区
分2

事業・取組 内　　　容 担当課
継続or
R６新規

R５
実績値

重点 3-ア ICTを活用したｱｳﾄﾘｰﾁ対策
検索連動型広告やプッシュ型の情報発信など、ＩＣＴを活用
し、支援を必要としている人へ相談窓口などの支援情報
を届け、支援につなげる。

健康づくり課 継続 クリック率　8.59％

3-イ　子ども・子育て世代に対する相談支援の充実

重点
施策

事業区
分1

事業区
分2

事業・取組 内　　　容 担当課
継続or
R６新規

R５
実績値

重点 3-イ 3-ウ 子ども子育て安心ルーム

妊娠・出産・子育てに関する相談・支援体制を強化するた
め、こどもプラザに子育てコンシェルジュを、健康づくり課
に母子保健コーディネーターを保育課に保育コンシェル
ジュをそれぞれ配置し、妊娠期から子育て期まで、連携し
た切れ目のない支援を実施

こども育成課 継続 年間延べ相談件数　4,376件

重点 3-イ 母子健康手帳交付事業
妊娠届出の際に母子健康手帳を交付し、交付時に保健師
が各種サービスの案内や相談支援を実施

健康づくり課 継続 1508

3-イ 妊産婦・新生児訪問事業
第１子とその母及び希望する妊産婦の家庭に、心身ともに
健全な生活を支援するため、助産師、保健師等の専門職
が訪問支援を実施

健康づくり課 継続 延べ3,020人

重点 3-イ 産後ケア事業
出産後の体調不良や育児不安等で支援が必要な母に対
し、親子の新生活が安心してスタートできるよう、医療機
関等での相談・支援を実施

健康づくり課 継続
デイケア２５人
宿泊56人

重点 3-イ 育児ママヘルプサービス事業
核家族等で育児協力が得られず育児等が不安な方に対
し、助産師等を派遣し、育児援助や相談支援を行う

健康づくり課 継続 利用者４７人

重点 3-イ 2ｰイ
子ども子育て安心ルーム(母子
保健コーディネーターの配置）

市民が保健・保育・教育その他の子育て支援サービスを円
滑に利用できるよう、母子保健コーディネーターを配置
し、妊娠期から子育て期までの切れ目のない相談・支援を
行う

健康づくり課 継続 81.3％

3-イ 乳幼児健診事業
４か月児、１０か月児、１歳６か月児及び３歳児への医師の
診察、成長発達の確認等と、保護者への育児相談

健康づくり課 継続 実施

3-イ 心理相談「にこにこ相談」
子どもの問題行動や子どもとの関わり方等育児に関する
悩みや不安について、解決の方向に導き、安心して子育て
ができるよう、臨床心理士及びカウンセラーが行う相談

健康づくり課 継続
３０回

実人数３７人
延べ４５人

3-イ
子育て相談・交流・学習の場の
提供事業

地域子育て支援センター(市内４か所のこどもプラザ）で、
子育て相談、交流、学習の場を提供

こども育成課 継続 講座２２１回、参加者3,223組

3-イ 家庭児童相談事業 児童の全般的な相談（虐待対応含む） こども福祉課 継続 681

重点 3-イ こんにちは赤ちゃん事業

生後4カ月までの乳児がいる全家庭に、民生児童委員、主
任児童委員が訪問し、子育て支援に関する情報提供し、乳
児家庭の孤立化を防ぐとともに、育児不安の強い人や産
後うつの危険性が高い人を支援へつなぐ

こども福祉課 継続 100％

3-イ ひとり親相談事業
総合的な相談に応じ、自立に必要な指導、助言、制度利用
促進の情報提供

こども福祉課 継続 493

3-イ 教育相談 学校生活全般の相談 学校教育課 継続 統計なし

3-イ 就学相談 就学、不登校等に関する相談 学校教育課 継続 統計なし

3-イ
スクールソーシャルワーカー等
による支援体制の整備

不登校、いじめ、学級・学習不適応などに関する相談及び
支援

学校教育課 継続 全校

3-ウ
子どもの権利侵害に対して、速やかで効果的な救済及び
回復を図るため、子どもや子どもに関わる大人からの相
談

こども育成課 延べ相談件数４２６件

学習会・出張相談 こども育成課 児童センター1０館

3-サ 研修、事例検討 こども育成課
関係機関研修出席：１４回
内部研修、事例検討：２０回

重点 3-イ １-ア
子どもの支援・相談スペース「は
ぐルッポ」

様々な事情で学校に通うことができない、また、悩みを抱
えている子どもたちのための居場所を提供

こども育成課 継続 延べ利用者2,836人

3-イ
いじめ・体罰等の実態調査、個
別支援

市内全小中学校で２か月に１回実態調査を実施し、児童生
徒の悩み等の早期発見、早期対応に努める

学校教育課 継続 全校

3-ウ　青少年に対する相談支援の充実

重点
施策

事業区
分1

事業区
分2

事業・取組 内　　　容 担当課
継続or
R６新規

R５
実績値

重点 3-ウ 青少年の全般的な相談
学校、問題行動、家庭、心身等の青少年にかかわる相談に
対応するとともに、必要時に関係機関へつなげる相談

こども育成課 継続 延べ相談件数4件

重点 3-ウ
青少年の心や体の相談「まちか
ど保健室」

心や体に不安を抱える中高生や保護者からの相談 こども育成課 継続 延べ相談件数５２件

重点 3-ウ 若者お悩み相談室
１５歳から３５歳未満までの青少年を対象に、職業生活や
人生問題及び進路問題等の相談に、産業カウンセラー等
が対応

生涯学習課 継続 ２

重点 3-イ
子どもの権利侵害等に関する相
談「こころの鈴」

継続



3-エ　働き盛り世代に対する相談支援の充実

重点
施策

事業区
分1

事業区
分2

事業・取組 内　　　容 担当課
継続or
R６新規

R５
実績値

重点 3-エ 勤労者心の健康相談事業
仕事や職場の強い不安、悩み、ストレス等を抱える方を対
象に、専門の相談員（産業カウンセラー・心理相談員等）が
行う相談

労政課 継続 118件

重点 3-エ 職業・労働相談
労働者の労働条件、就業、生活に関する相談に対し、専任
の相談員が行う相談

労政課 継続 102件

重点 3-エ 若者職業なんでも相談
自分に適している仕事が見つからない、やりたいことが分
からない等の若年者の悩みについてキャリアカウンセラー
等が行う相談

労政課 継続 91件

3-オ　高齢者に対する相談支援の充実

重点
施策

事業区
分1

事業区
分2

事業・取組 内　　　容 担当課
継続or
R６新規

R５
実績値

3-オ 高齢者の総合相談事業
介護保険に関すること（要介護認定・サービス）、介護の相
談・生活支援に関すること、高齢者虐待などの高齢者に関
する全般的な相談

高齢福祉課 継続 30,299件

3-オ 3-カ 介護110番
介護相談専門電話として、介護に関する悩みなどに対応
する相談

高齢福祉課 継続 47件

3-オ 認知症思いやり相談 認知症サポート医と認知症地域支援推進員による相談 高齢福祉課 継続 年6回１７件

3-カ　健康に関する相談支援の充実

重点
施策

事業区
分1

事業区
分2

事業・取組 内　　　容 担当課
継続or
R６新規

R５
実績値

重点 3-カ
自殺予防専用相談「いのちのき
ずな松本」

自殺企図・自殺念慮に追い込まれた方の様々な不安、生活
上の悩みに対し、専門相談員が必要な支援につなげるよ
う電話及び面接により行う相談

健康づくり課 継続
実人数１０９人

延べ人数1,742人

3-カ こころの相談

こころの病気が疑われる方（産後うつ、高齢者・壮中年う
つ病、認知症、ひきこもり等を含む。）及びその家族等に対
し、精神科医師が、診断と治療の見極め等、助言・指導を
行う相談

健康づくり課 継続
12回

実人数１９人

3-カ 3-オ 介護110番
介護相談専門電話として、介護に関する悩みなどに対応
する相談

高齢福祉課 継続 47件

3-カ 育児・健康相談
妊婦及び乳幼児から高齢者まで、健康や育児等に関わる
悩みに対し、保健師が行う相談

健康づくり課 継続 21,249人

3-カ 栄養相談 栄養に関する悩みに対し、管理栄養士が行う相談 健康づくり課 継続 2,241人

3-カ 歯科相談 歯科に関する悩みに対し、歯科衛生士が行う相談 健康づくり課 継続 1,224人

3-カ 理学療法士相談
こどもの運動発達に関する相談や、整形外科的な病気（膝
痛、腰痛等）、機能訓練に関する悩みに対し、理学療法士が
行う相談

健康づくり課 継続 25件

3-カ 訪問指導事業
保健・福祉等様々な分野の地区担当者が連携しながら、自
宅、居場所等へ訪問の相談を実施

健康づくり課 継続 1,590

重点 3-カ 精神保健相談
精神的不調を抱える当事者やその家族、関係者を対象に、
精神科医師が、状態の診立てや助言・指導等を行う相談。

保健予防課 継続
実人数66人
延べ人数68人

3-カ 酒害等の嗜癖に関する相談 アルコール、薬物等の嗜癖に関する専門医の相談 保健予防課 継続 上記に含む

3-カ エイズ・性感染症相談 ＨＩＶ・性感染症に関する相談及び検査 保健予防課 継続 電話：２０２人　来所１８７人

3-カ 難病相談 難病療養に関する相談・指導・支援等 保健予防課 継続 ３２人



3-キ　生活全般に関する相談支援の充実

重点
施策

事業区
分1

事業区
分2

事業・取組 内　　　容 担当課
継続or
R６新規

R５
実績値

3-キ 一般相談
複雑化する市民生活の悩み事に寄り添い、課題の解決に
向けて庁内・関係専門機関等につなぐ「総合的な第一相談
窓口」

市民相談課 継続 3,175件

3-キ 専門相談
相続、登記、遺言、税金等の悩み事について、弁護士・司法
書士・税理士・公証人等の専門家が助言

市民相談課 継続 724件

重点 3-キ 生活・就労相談「まいさぽ松本」
経済的困窮や社会的孤立の状態にある相談者へ、関係機
関と連携した伴走型支援を継続的に提供

生活福祉課 継続 498人

3-キ 消費生活相談
日常生活の中での商品・サービスの契約トラブル、悪質商
法等の相談について、消費生活相談員が解決に向けた助
言やあっせん、情報提供を実施

市民相談課 継続 1,189件

3-キ 多重債務相談
借金問題の解決に向けて相談を受け、必要に応じて弁護
士又は司法書士による相談を案内

市民相談課 継続 1回

3-キ 生活保護相談
生活費及び医療費に窮する際の生活保護及び就労に関す
る相談

生活福祉課 継続 692件

3-キ 中小企業経営者への経営支援
中小企業経営者を対象とした各種支援制度の相談・紹介
に加え、商工団体主催の経営改善セミナー等に関する情
報提供を行うなど、経営力の向上を図る

商工課 継続 随時情報提供

3-キ こころと生き方の相談
家庭、職場、健康問題等からくるストレス・精神的な問題に
ついて、カウンセラー、公認心理師等が行う相談

人権共生課 継続
電話相談１２７件
面接相談243件

3-キ 地区窓口相談 地区の身近な窓口として、相談を専門部署につなげる 地域づくり課 継続 35地区

3-キ 福祉ひろばにおける相談
福祉ひろば職員が受けた相談を専門部署へつなぐ他、ひ
ろば事業等で専門職が相談を受ける機会を設ける

地域づくり課 継続 実施

3-キ
プラチナ世代相談窓口「とまり
木」

今まで培ってきた知識や経験・技能を生かして社会参加し
たいと思っている、プラチナ世代に、ボランティアや市民
活動、公的活動などの案内を始め、希望の活動先の紹介
等情報を提供

地域づくり課 継続 ２６０人

3-キ 成年後見制度相談会 制度に関して司法書士が対応する相談 高齢福祉課 継続 年6回22件

3-ク　男性・女性・多様性に関する相談支援の充実

重点
施策

事業区
分1

事業区
分2

事業・取組 内　　　容 担当課
継続or
R６新規

R５
実績値

3-ク 男性電話相談
男性を取り巻く諸問題に関する問い合わせや相談に応じ、
関係機関や担当相談窓口へつなげる相談

人権共生課 継続 12件

3-ク 女性相談
離婚、DV等の問題を抱えた女性に対する、女性相談員に
よる相談支援

こども福祉課 継続 399

3-ク 女性弁護士相談
離婚、ＤＶ等の問題を抱えた女性に対する、女性弁護士に
よる相談

人権共生課 継続 71件

3-ク にじいろのまち相談
性的指向・性自認に悩む本人と、家族・友人などに対する、
セクシュアリティに関する相談

人権共生課 新規 14件

3-ケ　外国人に関する相談支援の充実

重点
施策

事業区
分1

事業区
分2

事業・取組 内　　　容 担当課
継続or
R６新規

R５
実績値

3-ケ ポルトガル語相談員の設置 ポルトガル語の相談員を市民相談課内に設置 人権共生課 継続 1,009件

3-ケ 多文化共生プラザ設置運営 多言語による相談 人権共生課 継続 1,684件

3-コ　障がいに関する相談支援の充実

重点
施策

事業区
分1

事業区
分2

事業・取組 内　　　容 担当課
継続or
R６新規

R５
実績値

3-コ 障がい者相談支援事業
障害者総合支援法に関すること（認定・サービス等）。居
住、就労、障がい者虐待、病院や施設からの退院・退所に
関する相談など、障がい者に関する全般的な相談

障がい福祉課 継続 実施

3-サ　相談担当職員の資質向上と“支援者への支援”

重点
施策

事業区
分1

事業区
分2

事業・取組 内　　　容 担当課
継続or
R６新規

R５
実績値

3-サ
職員のメンタルヘルス研修の開
催

各階層別研修、各部及び各課で研修会開催 職員課 継続 756人

3-サ 相談担当者の心のケア カウンセリングルームの運営 職員課 継続 89回

3-シ　各種相談窓口との効率的な連携強化

重点
施策

事業区
分1

事業区
分2

事業・取組 内　　　容 担当課
継続or
R６新規

R５
実績値

3-シ
各種相談窓口との効率的な連
携強化

相談窓口のある関係部署から選任されたサポート担当者
で構成する「庁内サポートチーム」を中心に、相談窓口の連
携を強化し、調整が必要な事例に迅速に対応

健康づくり課 継続 実施



４　関係機関等との連携

4-ア　精神科医療、保健、福祉の連携強化

重点
施策

事業区
分1

事業区
分2

事業・取組 内　　　容 担当課
継続or
R６新規

R５
実績値

4-ア
精神保健医療、保健、福祉の連
携強化

適切な医療へ繋ぐとともに、直面する困難に則した包括的
支援を行うため、多様な分野・機関との連携強化を図る。

健康づくり課 継続 実施

4-イ　関係機関・施策等との連携による総合的な対策の推進

重点
施策

事業区
分1

事業区
分2

事業・取組 内　　　容 担当課
継続or
R６新規

R５
実績値

4-イ
松本人権擁護委員協議会活動
支援

松本人権擁護委員協議会への活動支援 人権共生課 継続 -

4-イ
関係機関・施策等との連携によ
る総合的な対策の推進

生活困窮者自立支援制度、地域共生社会に関する取り組
み、子ども貧困対策等自殺予防対策に関する施策や関係
機関との連携を強化し、総合的な対策の推進を図る

健康づくり課 継続 実施

4-ウ　各種統計情報等の分析と課題の共有

重点
施策

事業区
分1

事業区
分2

事業・取組 内　　　容 担当課
継続or
R６新規

R５
実績値

4-ウ
各種統計情報等の分析と課題
の共有

各種統計情報を幅広く収集し、分析を行い、抽出した課題
を県警機関等と共有して施策へ展開する

健康づくり課 継続 実施

５　自殺未遂者、自死遺族等への支援

5-ア　自殺未遂者やその家族への支援

重点
施策

事業区
分1

事業区
分2

事業・取組 内　　　容 担当課
継続or
R６新規

R５
実績値

重点 5-ア 自殺未遂者やその家族への支援
県や救急告示病院・精神科等の医療機関及び消防局等関
係機関との連携を図り、当事者・家族等に対し手適切な医
療・相談支援ができる体制整備

保健予防課 新規 整い次第実施

5-イ　遺された人への支援

重点
施策

事業区
分1

事業区
分2

事業・取組 内　　　容 担当課
継続or
R６新規

R５
実績値

5-イ 遺された人への支援 自死遺族の会への活動支援 健康づくり課 継続 実施



【第３期計画】自殺予防対策関連事業

資料４－課別

【総合戦略室】

重点
施策

事業
区分1

事業・取組 内　　　容
継続or
R6新規

評価指標
R5
実績値

【秘書広報室】

重点
施策

事業
区分1

事業・取組 内　　　容
継続or
R6新規

評価指標
R5
実績値

2-ア
市ホームページ、広報、ラジオ、テ
レビ、、ＳＮＳ等を通じた広報活動
の実施

各種媒体により、心の健康に繋がる情報の広報活動 継続
実施
（実績は健康づくり課で記
載）

【地域づくり課】

重点
施策

事業
区分1

事業・取組 内　　　容
継続or
R6新規

評価指標
R5
実績値

重点 1-ア 福祉ひろばの運営支援 各地区福祉ひろばにおける住民主体のひろば事業の運営支援を実施 継続

福祉ひろば事業
における高齢者

以外を対象とした
事業

7.6％

1-ア 地域づくりの支援 地域づくりセンターにおける地域づくりの支援 継続 35地区

2-ア 相談窓口の案内・情報提供 地域づくりセンターで、様々な相談窓口の案内・情報提供 継続 35地区

3-キ 地区窓口相談 地区の身近な窓口として、相談を専門部署につなげる 継続 35地区

3-キ 福祉ひろばにおける相談
福祉ひろば職員が受けた相談を専門部署へつなぐ他、ひろば事業等
で専門職が相談を受ける機会を設ける

継続 相談の実施

3-キ プラチナ世代相談窓口「とまり木」
今まで培ってきた知識や経験・技能を生かして社会参加したいと思っ
ている、プラチナ世代に、ボランティアや市民活動、公的活動などの案
内を始め、希望の活動先の紹介等情報を提供

継続
プラチナサロン参

加人数
260人

【市民相談課】

重点
施策

事業
区分1

事業・取組 内　　　容
継続or
R6新規

評価指標
R5
実績値

3-キ 一般相談
複雑化する市民生活の悩み事に寄り添い、課題の解決に向けて庁内・
関係専門機関等につなぐ「総合的な第一相談窓口」

継続 ３，１７５件

3-キ 専門相談
相続、登記、遺言、税金等の悩み事について、弁護士・司法書士・税理
士・公証人等の専門家が助言

継続 724件

3-キ 消費生活相談
日常生活の中での商品・サービスの契約トラブル、悪質商法等の相談
について、消費生活相談員が解決に向けた助言やあっせん、情報提供
を実施

継続 １，１８９件

3-キ 多重債務相談
借金問題の解決に向けて相談を受け、必要に応じて弁護士又は司法
書士による相談を案内

継続 1回

【３期計画事業区分】 3-オ　高齢者に対する相談支援の充実

１　安心して暮らせる地域づくり 3-カ　健康に関する相談支援の充実
1-ア　支え支えられる生き心地のよい地域づくり支援 3-キ　生活全般に関する相談支援の充実
1-イ　気づき・見守りができる人材の育成 3-ク　男性・女性・多様性に関する相談支援の充実
1-ウ　こころの健康づくりの推進 3-ケ　外国人に関する相談支援の充実

２　教育・啓発の推進 3-コ　障がいに関する相談支援の充実
2-ア　市民に向けた正しい知識の教育・啓発 3-サ　相談担当職員の資質向上と“支援者への支援”
2-イ　子ども世代への教育・普及啓発の強化 3-シ　各種相談窓口との効率的な連携強化
2-ウ　働き盛り世代に向けた普及啓発 ４　関係機関等との連携
2-エ　子育て世代に向けた普及啓発 4-ア　精神科医療、保健、福祉の連携強化

３　相談・支援体制の充実 4-イ　関係機関・施策等との連携による総合的な対策の推進
3-ア　支援に関する情報の集約と積極的な発信　 4-ウ　各種統計情報等の分析と課題の共有
3-イ　子ども・子育て世代に対する相談支援の充実 ５　自殺未遂者、自死遺族等への支援
3-ウ　青少年に対する相談支援の充実 5-ア　自殺未遂者やその家族への支援
3-エ　働き盛り世代に対する相談支援の充実 5-イ　遺された人への支援
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【人権共生課】

重点
施策

事業
区分1

事業・取組 内　　　容
継続or
R6新規

評価指標
R5
実績値

1-ア 人権啓発事業
個人が持つ個性や属性を互いに認め合い、共に生きる地域づくりを
目指し、各種研修会や講演会の企画及び出前講座等の開催

継続 参加者

人権を考える市民の集い：
74名（会場参加者のみ）
出前講座：75名
性の多様性 小・中学校講
座 １６，９３５名

3-キ こころと生き方の相談
家庭、職場、健康問題等からくるストレス・精神的な問題について、カ
ウンセラー、公認心理師等が行う相談

継続
電話相談　127件
面接相談　243件

3-ク 男性電話相談
男性を取り巻く諸問題に関する問い合わせや相談に応じ、関係機関や
担当相談窓口へつなげる相談

継続 12件

3-ク 女性弁護士相談 離婚、ＤＶ等の問題を抱えた女性に対する、女性弁護士による相談 継続 71件

3-ク にじいろのまち相談
性的指向・性自認に悩む本人と、家族・友人などに対する、セクシュア
リティに関する相談

継続 相談件数 14件

3-ケ ポルトガル語相談員の設置 ポルトガル語の相談員を市民相談課内に設置 継続 1,009件

3-ケ 多文化共生プラザ設置運営 多言語による相談 継続 1,684件

4-イ
松本人権擁護委員協議会活動支
援

松本人権擁護委員協議会への活動支援 継続 -

【職員課】

重点
施策

事業
区分1

事業・取組 内　　　容
継続or
R6新規

評価指標
R5
実績値

3-サ 職員のメンタルヘルス研修の開催 各階層別研修、各部及び各課で研修会開催 継続
メンタルヘルス研

修受講職員数
７５６人

3-サ 相談担当者の心のケア カウンセリングルームの運営 継続
カウンセリング相

談開設回数
８９回

【こども育成課】

重点
施策

事業
区分1

事業・取組 内　　　容
継続or
R6新規

評価指標
R5
実績値

重点
様々な事情で学校に通うことができない、また、悩みを抱えている子
どもたちのための居場所を提供

延べ利用者2,836人

「はぐルッポ」の周知 ホームページ掲載

1-ア
子育て支援センター（こどもプラ
ザ）運営事業

主に未就園の子どもとその保護者を対象に、育児講座の開催や、子育
ての交流、情報交換又は相談の場として、安心して子育てができる環
境を整備し、地域の子育て支援機能の充実を図る。

継続
年間延べ利用者数

73,673人

重点 2-イ 小・中学生への教育・啓発
「こころの鈴通信」の定期発行や、パンフレット・リーフレット等の配布
による、全ての児童生徒への相談先の周知

継続
こころの鈴の認知
度

76.7%

2-エ 子育てガイドブックの配布 子育てに関する情報をまとめた冊子を作成し、妊娠届出時等に配布 継続 7,000刷発行

2-エ
相談窓口及び育児支援情報の周
知

子育てコミュニティサイト「はぐまつ」により子育て世代の交流を促進
するとともに、各種相談窓口や育児支援情報を周知

継続
サイトアクセス数96,740

件

重点 3-イ 子ども子育て安心ルーム

妊娠・出産・子育てに関する相談・支援体制を強化するため、こどもプ
ラザに子育てコンシェルジュを、健康づくり課に母子保健コーディ
ネーターを保育課に保育コンシェルジュをそれぞれ配置し、妊娠期か
ら子育て期まで、連携した切れ目のない支援を実施

継続
妊娠・出産・子育
てに関する相談・
支援の実施

年間延べ相談件数
4,376件

3-イ
子育て相談・交流・学習の場の提供
事業

地域子育て支援センター(市内４か所のこどもプラザ）で、子育て相
談、交流、学習の場を提供

継続
講座２２１回、

参加者3,223組

重点
子どもの権利侵害に対して、速やかで効果的な救済及び回復を図る
ため、子どもや子どもに関わる大人からの相談

子どもの権利侵
害等に関する相
談の実施

延べ相談件数４２６件

学習会・出張相談
学習会・出張相談
の実施

児童センター1０館

研修、事例検討
研修、事例検討の
実施

関係機関研修出席：１４回
内部研修、事例検討：２０回

重点 3-ウ 青少年の全般的な相談
学校、問題行動、家庭、心身等の青少年にかかわる相談に対応すると
ともに、必要時に関係機関へつなげる相談

継続
「青少年相談」の
実施

延べ相談件数４件

重点 3-ウ
青少年の心や体の相談「まちかど
保健室」

心や体に不安を抱える中高生や保護者からの相談 継続
心や体の相談の
実施

延べ相談件数５２件

3-イ ひとり親相談事業
総合的な相談に応じ、自立に必要な指導、助言、制度利用促進の情報
提供

継続 493

3-ク 女性相談
離婚、DV等の問題を抱えた女性に対する、女性相談員による相談支
援

継続 399

2-エ
オレンジリボン・児童虐待防止推進
キャンペーン

児童虐待を防止するため、秋のこどもまんなか月間にオレンジリボ
ン・児童虐待防止推進キャンペーンとしてリーフレットや啓発用グッズ
を配布し、講演会等を開催するとともに、懸垂幕・横断幕の掲示や広
報等で啓発

継続

Ｒ5年11月に市役所本庁舎
及び松本駅に、懸垂幕・横
断幕を掲示
松本市民祭歩行者天国に
て、啓発活動実施

1-ア
子どもの支援・相談スペース「はぐ
ルッポ」

継続

3-イ
子どもの権利侵害等に関する相談
「こころの鈴」

継続
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【商工課】

重点
施策

事業
区分1

事業・取組 内　　　容
継続or
R6新規

評価指標
R5
実績値

3-キ 中小企業経営者への経営支援
中小企業経営者を対象とした各種支援制度の相談・紹介に加え、商工
団体主催の経営改善セミナー等に関する情報提供を行うなど、経営
力の向上を図る

継続 随時情報提供

　【労政課】

重点
施策

事業
区分1

事業・取組 内　　　容
継続or
R6新規

評価指標
R5
実績値

重点 2-ウ 健康経営の普及啓発
　企業・経営者に健康づくりを経営課題として捉え、長時間労働の防
止やハラスメント対策を含む、心身ともに元気な職場づくりに取り組
んでもらうよう啓発

継続
健康経営に取り
組む企業・事業所

数
121社

重点 2-ウ ワークライフバランス推進事業 仕事と家庭の両立可能な就業環境を整えるためのセミナー開催 継続

仕事と家庭の両
立可能な就業環
境を整えるため

のセミナー開催数

1回

重点 3-エ 勤労者心の健康相談事業
仕事や職場の強い不安、悩み、ストレス等を抱える方を対象に、専門
の相談員（産業カウンセラー・心理相談員等）が行う相談

継続
心の健康相談を

受けた件数
118件

重点 3-エ 職業・労働相談
労働者の労働条件、就業、生活に関する相談に対し、専任の相談員が
行う相談

継続
労働相談を受け

た件数
102件

重点 3-エ 若者職業なんでも相談
自分に適している仕事が見つからない、やりたいことが分からない等
の若年者の悩みについてキャリアカウンセラー等が行う相談

継続
相談を受けた件

数
91件

【学校教育課】

重点
施策

事業
区分1

事業・取組 内　　　容
継続or
R6新規

評価指標
R5
実績値

2-イ 学校でのこころの教育
全小中学校の道徳の授業で、生命尊重や自己理解の心を養う授業を
実施

継続 全校

2-イ 学校でのいじめ防止の取組み
「松本市いじめ問題対策調査委員会」を開催し、市内いじめの状況を
報告し、協議

継続 全校

3-イ 教育相談 学校生活全般の相談 継続 統計なし

3-イ 就学相談 就学、不登校等に関する相談 継続 統計なし

3-イ
スクールソーシャルワーカー等に
よる支援体制の整備

不登校、いじめ、学級・学習不適応などに関する相談及び支援 継続 全校

3-イ
いじめ・体罰等の実態調査、個別
支援

市内全小中学校で２か月に１回実態調査を実施し、児童生徒の悩み等
の早期発見、早期対応に努める

継続 全校

【生涯学習課】

重点
施策

事業
区分1

事業・取組 内　　　容
継続or
R6新規

評価指標
R5
実績値

重点 1-ア 公民館での学習機会の提供
公民館で実施している様々な講座を通じ、人権や自殺予防等に関す
る学習機会のほか、人とのつながりや居場所を提供

継続

　趣味や学びを通
じて、充実した日
常生活を送って

いると思う市民の
割合

35地区

1-ア 松本版コミュニティスクール事業
学校、家庭及び地域の連携、協働により、地域と学校が一体となって
子どもを守り育てる取組みとして、コミュニティスクール事業を実施

継続 35地区

1-ア
地域支援者と地区担当職員の連携
支援

安心して暮らせる地域づくりの実現に向け、学習機会や懇談会を通じ
て連携強化を支援

継続 35地区

重点 3-ウ 若者お悩み相談室
１５歳から３５歳未満までの青少年を対象に、職業生活や人生問題及
び進路問題等の相談に、産業カウンセラー等が対応

継続 相談件数 2

【福祉政策課】

重点
施策

事業
区分1

事業・取組 内　　　容
継続or
R6新規

評価指標
R5
実績値

重点 1-ア 生活支援体制整備事業
複雑化・複合化した課題などに対して制度や分野を超えた一体的な支
援の取り組み

新規 ー

【障がい福祉課】

重点
施策

事業
区分1

事業・取組 内　　　容
継続or
R6新規

評価指標
R5
実績値

3-コ 障がい者相談支援事業
障害者総合支援法に関すること（認定・サービス等）。居住、就労、障が
い者虐待、病院や施設からの退院・退所に関する相談など、障がい者
に関する全般的な相談

継続 実施
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【生活福祉課】

重点
施策

事業
区分1

事業・取組 内　　　容
継続or
R6新規

評価指標
R5
実績値

3-カ 生活保護相談 生活費及び医療費に窮する際の生活保護及び就労に関する相談 継続 相談件数 692件

重点 3-キ
生活・就労相談「まいさぽ松本」、
「まいさぽとまり木松本」

経済的困窮や社会的孤立の状態にある相談者へ、関係機関と連携し
た伴走型支援を継続的に提供

継続 新規相談者数 498人

【高齢福祉課】

重点
施策

事業
区分1

事業・取組 内　　　容
継続or
R6新規

評価指標
R5
実績値

重点 1-ア 地域包括ケアシステムの構築 住み慣れた地域で、暮らし続けるための体制整備 継続
個別地域ケア会

議
１９地区で個別地域ケア会

議を30回開催

3-オ 高齢者の総合相談事業
介護保険に関すること（要介護認定・サービス）、介護の相談・生活支
援に関すること、高齢者虐待などの高齢者に関する全般的な相談

継続 30,299件

3-オ 介護110番 介護相談専門電話として、介護に関する悩みなどに対応する相談 継続 47件

3-オ 認知症思いやり相談 認知症サポート医と認知症地域支援推進員による相談 継続 年6 回17件

3-キ 成年後見制度相談会 制度に関して司法書士が対応する相談 継続 年６回２２件

【保健予防課】

重点
施策

事業
区分1

事業・取組 内　　　容
継続or
R6新規

評価指標
R5
実績値

重点 3-1 精神保健相談
精神的不調を抱える当事者やその家族、関係者を対象に、精神科医師
が、状態の診立てや助言・指導等を行う相談。 継続 相談利用者数

実人数：66名
述人数：６８名

3-カ 酒害等の嗜癖に関する相談 アルコール、薬物等の嗜癖に関する専門医の相談 継続 相談利用者数 上記に含む

3-カ エイズ・性感染症相談 ＨＩＶ・性感染症に関する相談及び検査 新規 相談件数 電話：202名　来所187名

3-カ 難病相談 難病療養に関する相談・指導・支援等 新規 32名

重点 5-ア 松本市自殺未遂者支援モデル事業
レジストリ医療機関である信州大学医学部附属病院と協働し、自殺未遂者を支援
するための体制づくりを行い、その体制に基づいた支援を実施する。

R6新規 支援の状況 ー

【健康づくり課】

重点
施策

事業
区分1

事業・取組 内　　　容
継続or
R6新規

評価指標
R5
実績値

重点 1-ア 自主運動サークル支援事業
介護予防（身体、こころ、栄養、口腔機能など）を目的に、週１回実施す
る自主運動サークルの立ち上げを支援し、住民主体の通いの場を創
出する。

継続
立ち上げサークル

数
126か所

重点 1-イ 地域支援者や教職員等への研修
民生・児童委員、町会長、町内役員等の地域支援者、教職員等へ、ここ
ろの健康や自殺に関する正しい知識等についての理解を深めるため
の研修を開催

継続
実施地区数
受講人数

35地区
2010人

重点 1-イ 働く世代へ向けた健康講座 企業等へ、こころの健康やゲートキーパー等についての講座等を実施 継続
出前講座開催回

数
受講者数

事業廃止

1-ウ こころの健康づくりの推進
誰もが健康を実感できるまちづくりを目指す「松本市健康増進総合計
画」と一体的に、各分野の課題に応じたこころの健康づくりを推進

継続 実施

重点 2-ア
広報、ラジオ、テレビ、インターネッ
ト、ＳＮＳ等を通じた広報活動の実
施

市民一人ひとりが、こころの健康や自殺・精神疾患等について、正しく
理解し、互いに見守り支え合える地域づくりができるよう、広報まつ
もと、ホームページ、広報番組等を通じた啓発を実施

継続 各種広報活動

⑴広報紙特集  １回
⑵ラジオ　　  １回
⑶公式ＳＮＳ　１回
⑷市ＨＰ

2-ア
自殺予防啓発用のティッシュ・パン
フレット等の作成、配布

自殺予防週間(９月）や自殺対策強化月間(３月）等にあわせ、啓発用ポ
ケットティシュやパンフレットを作成し配布

継続
街頭キャンペーンの実施
(３月)
各種事業等で配布

2-ア 図書館でのテーマ展示
自殺対策強化月間（３月）にあわせ、こころの健康等に関する書籍紹介
やパンフレット等を配布

継続 実施
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重点

思春期の子どもに対し、子ども自身ができる対処法や、大人へ相談す
ることの重要性について、リーフレット等を作成・配布し、周知啓発す
る。
・小学4年生とその保護者へ、相談窓口啓発用絆創膏セットとリーフ
レットを作成し、配布。
・中学２年生とその保護者へのパンフレットとリーフレットを作成し、配
布。
・中学３年生と高校３年生には食育の卒業応援レシピ集に記事を掲載

継続
思春期自殺予防

パンフレット、リー
フレットの配布数

小4とその保護者各
2,196部

中2とその保護者各
2,463部

中3　2,513部
高3　　１３校にＵＲＬを送付

（公立７校私立6校）

「SOSの出し方に
関する教育」実施

回数

重点 2-イ 保護者・教員向け研修会

自殺予防・ＳＯＳの
受け止め方につ
いて学ぶための
研修会の実施回

数

重点 2-イ 高校・大学等と連携した教育啓発
高校、大学、短期大学、専門学校等と連携し、こころの健康やSOSの
出し方に関する出前講座、相談窓口の周知啓発を実施

継続
出前講座・周知啓

発の実施回数
未実施

2-イ
エイズ・ＨＩＶ等性感染症予防啓発
出前講座

エイズや性感染症予防の正しい知識及び患者、感染者への理解を深
めるため、命の大切さ、尊さ、妊娠・出産、性の多様性等について学べ
るよう、学校、各種団体等と連携を図り、出前講座を開催

継続
出前講座実施回

数
100回

7841人

2ｰエ 妊娠期の支援のための動画配信
妊娠期から母性・父性を育み、子育ての不安を軽減するための情報提
供

新規 5種類　1,285回

重点 3-ア ICTを活用したｱｳﾄﾘｰﾁ対策
検索連動型広告など、ＩＣＴを活用し支援を必要としている人へ相談
窓口などの支援情報を届け、支援につなげる。

継続
検索連動型広告

のクリック率
クリック率　8.59％

重点 3-イ 母子健康手帳交付事業
妊娠届出の際に母子健康手帳を交付し、交付時に保健師が各種サー
ビスの案内や相談支援を実施

1508

3-イ 妊産婦・新生児訪問事業
第１子とその母及び希望する妊産婦の家庭に、心身ともに健全な生活
を支援するため、助産師、保健師等の専門職が訪問支援を実施

継続 延べ3,020人

重点 3-イ 産後ケア事業
出産後の体調不良や育児不安等で支援が必要な母に対し、親子の新
生活が安心してスタートできるよう、医療機関等での相談・支援を実
施

継続
デイケア 25人

宿泊 56人

重点 3-イ 育児ママヘルプサービス事業
核家族等で育児協力が得られず育児等が不安な方に対し、助産師等
を派遣し、育児援助や相談支援を行う

継続
育てにくさを感じ
た時に対処でき

る親の割合
利用者47人

3-イ 乳幼児健診事業
４か月児、１０か月児、１歳６か月児及び３歳児への医師の診察、成長
発達の確認等と、保護者への育児相談

継続 実施

3-イ 心理相談「にこにこ相談」
子どもの問題行動や子どもとの関わり方等育児に関する悩みや不安
について、解決の方向に導き、安心して子育てができるよう、臨床心
理士及びカウンセラーが行う相談

継続
30回

実37人
延べ45人

重点 3-カ
自殺予防専用相談「いのちのきず
な松本」

自殺企図・自殺念慮に追い込まれた方の様々な不安、生活上の悩みに
対し、専門相談員が必要な支援につなげるよう電話及び面接により
行う相談

継続 相談件数
実人数109人

延べ人数1,742人

3-カ こころの相談
こころの病気が疑われる方（産後うつ、高齢者・壮中年うつ病、認知
症、ひきこもり等を含む。）及びその家族等に対し、精神科医師が、診
断と治療の見極め等、助言・指導を行う相談

継続
12回

実19人

3-カ 育児・健康相談
妊婦及び乳幼児から高齢者まで、健康や育児等に関わる悩みに対し、
保健師が行う相談

継続 21,249人

3-カ 栄養相談 栄養に関する悩みに対し、管理栄養士が行う相談 継続 2,241人

3-カ 歯科相談 歯科に関する悩みに対し、歯科衛生士が行う相談 継続 １，２２４人

3-カ 理学療法士相談
こどもの運動発達に関する相談や、整形外科的な病気（膝痛、腰痛
等）、機能訓練に関する悩みに対し、理学療法士が行う相談

継続 25件

3-カ 訪問指導事業
保健・福祉等様々な分野の地区担当者が連携しながら、自宅、居場所
等へ訪問の相談を実施

継続 1,590

重点 3-イ
子ども子育て安心ルーム(母子保
健コーディネーターの配置）

市民が保健・保育・教育その他の子育て支援サービスを円滑に利用で
きるよう、母子保健コーディネーターを配置し、妊娠期から子育て期
までの切れ目のない相談・支援を行う

継続
育てにくさを感じ
た時に対処でき

る親の割合
81.3%

3-サ 相談担当者研修会
相談担当職員への定期的な研修の開催と事例を通しての検討会の実
施、庁内連絡会議での研修会の開催

継続
事例検討開催回

数
研修開催回数

相談員12回
庁内職員1回

3-シ
各種相談窓口との効率的な連携強
化

相談窓口のある関係部署から選任されたサポート担当者で構成する
「庁内サポートチーム」を中心に、相談窓口の連携を強化し、調整が必
要な事例に迅速な対応を行う

継続 実施

4-ア
精神保健医療、保健、福祉の連携
強化

適切な医療へ繋ぐとともに、直面する困難に則した包括的支援を行う
ため、多様な分野・機関との連携強化を図る。

継続 実施

4-イ
関係機関・施策等との連携による
総合的な対策の推進

生活困窮者自立支援制度、地域共生社会に関する取り組み、子ども貧
困対策等自殺予防対策に関する施策や関係機関との連携を強化し、
総合的な対策の推進を図る

継続 実施

4-ウ
各種統計情報等の分析と課題の共
有

各種統計情報を幅広く収集し、分析を行い、抽出した課題を県警機関
等と共有して施策へ展開する

継続 実施

5-イ 遺された人への支援 自死遺族の会への活動支援 継続 実施

【CAP】
小中学校　２校10講座
（内訳）こども６回１２０人、
大人４回5５人（延べ175
人）
【保健師】
中学校４校　計１３回　延
392人

2-イ 小・中学校への教育・啓発

小・中学生への出前講座に合わせ、ＳＯＳの受け止め方について学ぶ
ための研修会の実施
・子どもが暴力から自分を守るための教育プログラム（CAP）を用い
たSOSの出し方に関する教育の出前講座を実施するもの
・保健師による出前講座（SOSの出し方に関する教育：中学生対象）

継続
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（協議事項） 

令和６年度 松本市自殺予防対策事業 

 

１ 普及啓発の推進 

⑴  啓発 

ア 広報まつもと９月号へこころの健康について掲載 

イ FM まつもと 

ウ ホームページ、ＬＩＮＥでの情報発信 

⑵  自殺対策強化月間（３月）街頭キャンペーン 

   ア 趣旨  

こころの健康やいのちの大切さ等、自殺予防に関して市民に広く周知するもの 

   イ 時期    令和７年３月 

   ウ 場所    未定  

   エ 配布物   相談窓口を掲載した、ポケットティッシュ 

   オ 配布者   自殺予防対策推進協議会委員、市職員（庁内連絡会議） 

⑶ 青少年への教育・啓発 

   ア 趣旨 

心の変化や悩みに対し自身ができる対処法や、相談窓口等を知ってもらうため、パ

ンフレット等を配布するもの  

また、希望のある学校には保健師等の出前講座を行うもの 

   イ 対象者および配布物 

(ｱ) 市内小学４年生：相談窓口啓発用絆創膏と保護者向けリーフレット配布 

(ｲ) 市内中学２年生：協議会で作成した思春期向け啓発パンフレット及び保護者向け 

てリーフレット配布 

(ｳ) 市立中学３年生および高校３年生：新生活応援レシピ集へコラム掲載 

（高校３年生には紙配布ではなく、ＵＲＬを高校に配信） 

(ｴ) 市内高校、短大、大学等：啓発方法を検討中。 

   ウ 配布方法 

市保健師が、出前講座時または学校を通じて配布 

⑷ 検索連動型広告 

   ア 趣旨 

    自殺率の高い子どもや若者・働き盛り世代に、相談窓口の啓発及び相談を促すため、

ICT を活用し、相談支援先の情報を積極的に届けるもの 

   イ 対象 

    市内で自殺に関する語句を検索する子どもや若者・働き盛り世代等 

   ウ 内容 

    パソコンやスマホの検索エンジンで支援内容に関連する語句（例：死にたいなど）

を検索したときに、相談窓口の広告を表示し、広告をクリックすることで市の関連す

る相談窓口等を表示する仕組み 

⑸ 図書館でのテーマ展示（Ｒ７年３月） 

  自殺対策推進月間にあわせ、市内図書館において、関係図書の紹介や啓発資料を掲示

するもの 

⑹ その他 

   自殺予防対策推進協議会構成団体における周知・啓発 

  

 

 

資料 ５ 



２ 相談・支援体制の充実 

⑴ 自殺予防専用相談「いのちのきずな松本」 

    時間  平日午前９時～午後５時１５分 

⑵ 毎月のカンファレンスで情報共有、ケース検討 

 

３ 気づき・見守る地域づくり（地域支援者養成講座） 

⑴ 趣旨 

身近な人の悩みやうつ病の症状に気づき、専門家や地区担当職員につなげ・見守ること

ができるような人材の育成を行うとともに、こころの健康や、相談窓口等の普及啓発を

行うもの 

⑵ 対象者  

市内３５地区 民生児童委員・町会長等 

⑶ 方法   

地区担当保健師が、地区の会議等を活用し情報提供を行う 

 

４ 小中学校への自殺予防出前講座（ＳＯＳの出し方に関する教育） 

⑴ 趣旨 

児童・生徒が「かけがえのない個人」として、尊重し合いながら生きる意識を醸成し、

困難な事態や強い心理的負担を受けた場合にＳＯＳを出し相談できるようになることお

よび身近な大人が適切な対応をとれるように知識とスキルを身に付けるもの 

 ⑵ 対象 

    小中学校の児童・生徒及び保護者、教員、地域支援者 

⑶ 内容 

ア ＣＡＰプログラム「子ども・大人ワークショップ」を用いた出前講座 

イ 保健師による「ＳＯＳの出し方に関する教育」出前講座 

 

５  自殺予防対策研修会の開催 

   庁内関係課職員及び相談担当者向けに研修会を実施 

 

６ ゲートキーパー研修 

  市民向けの研修を検討中。（講師はかとうメンタルクリニック鶴巻ＰＳＷ依頼、時期未定） 

 

７ 自殺未遂者への支援 

  松本市民で信大病院に自殺未遂で運ばれた入院患者のうち、支援の同意が得られた患者

に対し保健予防課、健康づくり課で支援していく事業。（準備が整い次第開始予定） 

 

８ 関係機関・団体との連携 

⑴ 松本市自殺予防対策推進協議会の開催 

⑵ 精神保健関係機関連絡会への参加 

 

９ 自死遺族等への支援 

  自死遺族の会の自主活動に対し、開催場の確保等の支援を行うもの 

 

 

 



長野県の自殺対策について

令和６年７月１７日
令和６年度松本市自殺予防対策推進協議会

長野県精神保健福祉センター



長野県の自殺の現状

2



3引用：警察庁 自殺統計

全国の自殺者数の推移



長野県の自殺者数の推移

厚生労働省 地域における自殺の基礎資料（住居地・自殺日ベース)より 4



長野県健康福祉部保健・疾病対策課作成 5



長野県健康福祉部保健・疾病対策課作成
6



都道府県別未成年者（20歳未満）の自殺死亡率の比較
（H30～R４平均）

（自殺者数：人口動態統計/人口：人口推計（総務省））

長野県健康福祉部保健・疾病対策課作成
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第４次長野県自殺対策推進計画
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基
本
方
針

○ 20歳未満の自殺 ゼロ

○ 自殺死亡率(人口10万対) 12.2以下
・国目標 13.0以下（R8）

○ 実践と啓発を両輪とする対策

・自殺は「誰にでも起こり得る危機」という認識の醸成

○ 関係者及び県民の役割の明確化とその連携・協働・共創

・行政機関、関係団体、民間団体、企業、県民等

新 自殺者等の名誉及び生活の平穏への配慮

新 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた配慮

○ 「生きることの包括的な支援」としての対策

・自殺はその多くが追い込まれた末の死である

・その多くが防ぐことができる社会的な問題である

○ 関連施策との有機的な連携を強化した全庁的取組

・生活困窮者自立支援制度、孤独・孤立対策、子どもへの支援策、

地域共生社会の実現に向けた取組、発達障がい等障がい者支援施策等

○ 対応の段階に応じたレベルごとの対策の効果的な連動

・事前対応・危機対応・事後対応

様々な生きる
支援関連施策

基
本
施
策

【計画期間】令和５年度(2023年度)～
令和９年度(2027年度)【５年間】

○ 市町村等への支援強化と地域の
ネットワーク構築
・市町村や関係機関への支援と連携

○ 自殺対策を支える人材の育成
・早期発見のためのゲートキーパーの養成

・自殺対策に関する人材の確保と資質の向上

○ 自殺対策に関する情報提供・理解促進
・自殺対策の適切な情報提供と理解促進

・適切な自殺報道の促進

○ 生きる支援に関する県事業の推進
・様々な背景を持つ人への「生きる支援」

○ 効果の進捗確認

拡 子ども
○子どもたちが生き生きと暮らすための支援

・子どもの居場所づくり

・子どもたちの生きる力を高めるための支援

○自殺のリスクを抱えた子どもを支える体制の構築

・自殺のリスクが高まることを予防する取組

・自殺のリスクが高い子どもへの危機介入 等

○ 生活困窮者

○生活困窮者を支える仕組みの構築

・地域の支援者とのネットワークの構築

・生活困窮に関する相談の実施 等

○ 働き盛り世代
○職場環境の改善

・職場におけるメンタルヘルスの推進・ハラスメント

防止への支援

・長時間労働の是正への支援

・労働に関する相談の実施 等

新 自殺未遂者

○自殺未遂者や家族を支える仕組みの構築

・自殺未遂者の精神科医療へのつなぎ

・自殺未遂者を支援するネットワークの構築

・自殺未遂者やその家族等への相談体制の充実 等

施
策
の
体
系

重
点
施
策

数
値
目
標

○あらゆる分野での広報・啓発の強化
○調査・分析結果の活用
○既存の生きることの包括的な支援の継続
○その他、様々な「生きる支援」との連動

○既存の研修等と連携した生きる支援（自殺対策）の推進
○気づきのための人材育成（ゲートキーパー研修の受講推奨）
○包括的な生きる支援の情報（相談先一覧等）の提供
○様々な分野での啓発の機会を活用した自殺対策の理解促進

第４次長野県自殺対策推進計画
～「誰も自殺に追い込まれることのない信州」を目指して～

基本方針

低 自殺のリスク 高

様々な生きる支援関連施策
【県事業の様々な分野における生きることの包括的な支援の取組】

基本施策
【自殺対策の基盤的な取組】

重点施策
【自殺ハイリスク層に焦点を絞っ

た取組】
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下線：子ども等自殺対策強化事業

令和６年度子ども等自殺対策の主な事業（健康福祉部）

低

高

自
殺
リ
ス
ク

リ
ス
ク
の
抑
制

○SOSの出し方に関する教育

自らの悩みを適切に表現できるための

教育を実施

生
き
る
促
進
要
因

の
向
上

○若者との共創によるワークショップ

県内中高生・大学生等を対象に、効果的な自殺対策等を考
えるワークショップを開催：１回（東信地区）

○子どもたちに生きる力を与える講演会

県内中学生を対象に、オリンピック等で活躍したアスリート等
による講演会を実施

リ
ス
ク
の
察
知
・

相
談

○RAMPS

自殺のリスクを評価：モデル校

○リスティング広告

ネットで検索された悩みに応じた相談窓口を表示

リ
ス
ク
へ
の
支
援

○子どもの自殺危機対応チーム

多職種の専門家で構成された、地区チーム（県内４地区）とコアチームによる支援者支援。

より迅速効果的な支援のため、地区チーム主体体制に強化

○自殺未遂者支援のためのネットワーク構築の検討

救急搬送された自殺未遂者を、精神科医療や地域の支援機関に繋ぐネットワーク構築を検討

○いのちの電話相談支援事業

（社福）長野いのちの電話の電話相談事業への支援

※本県が全国に先駆けて取組み、新たな国の自殺総合対策大綱に位置付けられた。
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長野県「子どもの自殺危機対応チーム」について

長野県精神保健福祉センター

⚫ 精神科医や心理士、精神保健福祉士や弁護士等、多職種の専門家からなるチームとして、長野

県が『長野県「子どもの自殺ゼロ」を目指す戦略』に基づいて、2019年に設置。

⚫ 学校や保健師等、希死念慮を持つ子どもを地域で支える支援者が困難なケースに直面したとき

に、速やかに助言や直接支援を行うチーム。

自殺リスクの高い子どもやその家庭を支援する皆様をサポートします。

子どもの自殺危機対応チームとは

以下の未成年者のうち、地域の関係機関で連携支援を行っているが対応困難なケースで、本チー

ムによる支援を必要とする者。

支援対象者

❶自殺未遂歴がある、❷自傷行為の経験がある、❸自殺をほのめかす言動があり、自殺の可能性

が否定できない、❹家族を自殺で亡くしている

具体的には…こんなことで悩まれていませんか？

希死念慮を示す言動を

ずっと続けている生徒

に対して、どう対応す

ればよいのか悩む…

生徒本人が、死にたい

ほどの気持ちを保護者

に伝えるのを頑なに拒

否している…

本人は受診を希望して

いるが、保護者に本人

の意向や自殺リスクを

伝えても、危機感を共

有できない…

当該生徒だけでなく、

保護者にも課題があり、

学校だけでは対応しき

れない…

行き詰まりを感じていらっしゃる場合は、お気軽にお問い合わせください。

⚫ 本チームへ支援要請を寄せた支援者へ、当該生徒の自殺リスクのアセスメントや見立てを行い、

対応方法等について助言を行います。

⚫ また当該生徒やそのご家族の状況に応じて、本チームがハブとなり、地域の医療や支援機関へ

つなぎ、当該生徒やその家族等への支援体制の構築をサポートします。

支援体制イメージ

地域の支援者の皆様
（学校、市町村等）

子ども本人・
そのご家族

❶直接支援

❸専門的な助言

地域の医療機関や支援機関

❹直接支援

子どもの自殺危機対応チーム

精神科医・心理士・精神保健福祉士・弁護士

自殺対策NPO・ネット専門家、県教委等

❹支援依頼

❺直接支援
（必要に応じて）

https://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/zisatsukikitaiou.html

❷支援要請



❶地域の支援者の皆様（以下「支援要請機関」）が、電子申請システム(下記URLより)で支援要

請シートをダウンロード、必要事項を入力のうえ、再度電子申請システムで子どもの自殺危機

対応チーム事務局へ提出してください。

❷事務局コーディネーター（もしくは、地区調整担当者）が、速やかに支援要請機関へ連絡いた

します。そこで補足的に詳細情報をヒアリングさせていただきます。

❸危機対応チーム内で支援検討会議を開催して支援方針を検討し、その結果は支援要請機関へ

フィードバックいたします。※支援要請機関に支援検討会議への参加をお願いすることがあります。

❹必要に応じて事務局コーディネーターもしくは地区調整担当者が、医療機関・関係機関への

つなぎを行います。

❺事案の状況に応じて、適宜、適切なフォローを行っていきます。

危機対応チームへの支援要請手順、そこからの流れ

⚫ 地域支援者（市町村・SC・SSW・児童相談所・警察）の紹介、つなぎ支援

⚫ 医療へのつなぎを支援、受診中の医療機関との情報共有・連携

⚫ （本人の希望を前提に）他校・通信制・専門学校等への転学や留学先を紹介

⚫ 進学・転学等の相手先との情報共有・調整

⚫ 本人・家族への接し方や対応内容等についてのアドバイス

⚫ いわゆる「子ども担当弁護士」事業
（児童虐待や体罰、いじめなどで人権救済を必要としている子どもが、親などの同意を要することなく、

かつ、日弁連の援助事業の一つである「子どもに対する法律援助」を利用することで自己負担なく、自

身の代理人として弁護士をつけることができるもの）の紹介

⚫ 本人の疾患について、家族等へ説明する際の支援

子どもの自殺危機対応チームの支援の内容例

Q. 支援要請は職員個人でできますか。
A. 支援要請は所属する機関の判断で行っていた
だきますので、協議した上で要請してください。

Q. 支援要請からどのくらいで連絡が来ますか。
A. 支援要請シート受理後、おおむね1～3日ほど
で事務局コーディネーターもしくは地区調整担
当者からご連絡いたします。

Q. 支援要請シートとはどのようなものか。
A. 氏名、住所などの基本情報のほか、支援に
至った経緯、本人・家族の状況などを記入いた
だきますが、細かい点は事務局コーディネー
ターが聞き取りをいたしますので、わかる範囲
でご記入ください。

Q. 本人・家族の同意がない状態での支援要請は
できますか。
A. 支援要請は可能です。本人や家族にチームメ
ンバーが関わる際などは、本人や家族に支援に
対する同意を得る必要がある場合もあります。

子どもの自殺危機対応チームに関するQ＆A

Q. 生徒の個人情報を、本人及び家族の同意なく提
供しても問題ないのでしょうか。
A. 個人情報保護法には、本人の同意を得ないで個
人情報を取得してはならない旨の定めがあります
が、“児童の健全な育成の推進のために特に必要が
ある場合であって、本人の同意を得ることが困難
であるとき”には、本人・家族の同意なしでの情報
収集が認められています。

Q. 地域で行う支援会議に出席してもらえますか。
A. 事務局コーディネーターもしくは地区調整担当
者に相談ください。可能な範囲で出席します。

Q. 本人・家族への面談や受診時の同行などの直接
支援はしてもらえますか。
A. 必要に応じて対応いたします。

Q. いつまで対応してもらえますか。
A. 最長18歳の年度末までとしています。自殺のリ
スクの低下や支援方針が定まることで、それより
も前に支援終了となることがあります。支援終了
となる場合は、支援が途切れることがないように
地域支援者への“つなぎ”を行います。

子どもの自殺危機対応チーム事務局（長野県精神保健福祉センター）

電子申請URL：https://apply.e-tumo.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=34647

TEL：026-266-0280

支援要請先

https://apply.e-tumo.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=34647


 

 

松本市自殺未遂者支援モデル事業の実施について 

 

１ 趣 旨 

 本市において、自殺者の約１割から２割に未遂歴がある現状※１から、第３期松本市自殺

予防対策推進計画の中に未遂者支援を重点施策として位置づけ、救急告示病院、精神科等

の医療機関や関係機関と連携を図り、包括的な支援体制の構築に向け取り組むこととしてい

る。 

その足掛かりとして、レジストリ医療機関※２である信州大学医学部附属病院（以下：信大

病院）と協働し、自殺未遂者を支援するための体制作りを行うとともに、その体制に基づいた

支援に取組むモデル事業を、令和 6年度新たに実施するもの。 

※１厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 

※２自殺未遂や自傷により救命救急センターに搬送された者に関する情報を収集するシステム（自傷・自殺未遂レジス

トリ）に参加している医療機関 

  

2 対象者 

    信大病院に救急搬送された自傷患者のうち、精神科への入院継続が必要と判断され、

精神科へ転科した者。（主治医が他の精神科病院におり、転院の上入院が継続になった

者を含む。） 

 

3 実施内容 

 (１) 信大病院 

   ア 上記対象者に事業内容を説明。市と協働で支援を行う旨を口頭で同意を得る。 

   イ 同意が得られた者について、当課へ情報提供し、院内での面談調整を行う。 

   ウ 同意を得られなかった者については、相談先の周知を行う。 

   

 (2) 松本市 

   ア ３(１)アに基づき情報提供があった場合、速やかに信大病院を訪問し、対象者との面

談を実施する。 

   イ  面談により得た情報をもとに、必要となる支援を検討し、関係機関との連携を図る。 

   ウ  院内で当事者の支援会議を行い、イについて共有する。 

   エ  対象者の退院後、ウで共有した内容に基づき、必要に応じて電話、訪問、面接等に

より地域における生活の支援を実施する。 

 


